
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14章 準備書に対する環境の保全の見地からの 

意見の概要及びそれに対する事業者の見解 
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第第第第14141414章章章章    準備書に対する環境の保全の見地からの意見の概要及準備書に対する環境の保全の見地からの意見の概要及準備書に対する環境の保全の見地からの意見の概要及準備書に対する環境の保全の見地からの意見の概要及

びそれに対する事業者の見解びそれに対する事業者の見解びそれに対する事業者の見解びそれに対する事業者の見解    
 

準備書の縦覧期間及び地域住民からの意見書の提出期間は、平成24年４月13日(金)から平

成24年５月28日(月)までの46日間であり、この期間に準備書に対する意見書が206件（35通）

提出された。 

これらの意見書を表14－1に示すとおりの分類にもとづき整理を行った。 

 

表 14－1 意見書の分類と意見数及び割合 

項目 分類 
意見数 

（件） 

割合 

（％） 

１、環境保全の見地 

に関する意見 

（１）大気質 17 8.3% 

（２）悪臭 3 1.5% 

（３）水質 6 2.9% 

（４）土壌汚染 2 1.0% 

（５）動物・植物、水生生物及び生態系 16 7.8% 

（６）廃棄物の抑制、温室効果ガス 5 2.4% 

（７）車両の影響 4 1.9% 

（８）予測評価手法全般 5 2.4% 

（９）調査対象範囲 14 6.8% 

（10）事後調査 3 1.5% 

（11）工業団地との関連性 11 5.3% 

（12）その他 1 0.5% 

小 計 87 42.2% 

 

 

 

２、環境保全の見地 

以外の意見 

 

（１）事業の必要性 9 4.4% 

（２）位置の選定 15 7.3% 

（３）処理の広域化 9 4.4% 

（４）施設の延命化 2 1.0% 

（５）計画全般 1 0.5% 

（６）処理能力 1 0.5% 

（７）土地利用 2 1.0% 

（８）安全管理、維持管理及び緊急時対応等 6 2.9% 

（９）協定等 13 6.3% 

（10）合意形成等 5 2.4% 

（11）情報公開等 2 1.0% 

（12）訴訟関連 5 2.4% 

（13）健康影響 8 3.9% 

（14）説明会 1 0.5% 

（15）風評被害 5 2.4% 

（16）その他 35 17.0% 

小 計 119 57.8% 

合  計 206 100.0% 

注１）複数の意見が記載されている意見書もあることから、意見数は全体で 206 件となりました。 

注２）割合については、四捨五入により端数処理をしています。 

 

提出された意見書の概要及びそれらに対する事業者の見解を次ページ以降に示す。 

なお、意見書については、特定の個人を識別できる、また、法人の正当な利益を害するお

それのある記載については配慮するものとした。 
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１．環境保全の見地からの意見 

（１）大気質 

意 見 概 要 見  解 

排ガスの低減のため、最新の排ガス処理技術を導入となっ

ているがどんな方法なのか。また、現在稼働中の他施設で

の処理方法とどのように異なりまた、低減化が図られている

か。 

排ガス処理設備として、ろ過式集じん器（バグフィ

ルタ）及び窒素酸化物除去設備の採用を基本と

しています。なお、既存の神谷清掃工場では、電

気集じん器を用いていますが、排ガス処理後の

性状は、基準等を十分に下回る値となっていま

す。本施設では、これよりも除去効率の良いバグ

フィルタを採用する計画としています。 

環境影響調査は現状調査であり、予測するなら実際の汚

染物質を流して調査すべきで、あてにならない。 

煙突排ガスの拡散計算式は、プルーム式及びパ

フ式を用いて、コンピュータシミュレーションにより

行っています。この式は、「廃棄物処理施設 生

活環境影響調査指針」（平成 18 年９月、環境

省）に記載されているものであり、また多くの環境

影響評価事例で用いられている実績を有する式

であり、適切なものと考えています。 

煙突から排出される排気ガスは、海抜約 100m（建設地の

海抜＋煙突の高さ）から拡散します。西方には 112m の高

津原の山があります。煙突から出たガスがどう動くか、実際

の試験を行うべきです。 

可燃物処理施設は現在は技術も進み水は施設の中で循

環させ一滴も外へは出さないとし排ガスに関しては煙突か

ら出るのは水蒸気で、有害物質は一切外へは出さない安

全な施設だと説明しておきながら、今になって有害ガスは

排出される事を明らかにした。 

ごみを燃やすとどうしても排ガスが発生します。こ

のため、本施設では最新の排ガス処理設備によ

り法令よりも厳しい目標値を設定し、周辺環境に

影響を与えない施設となるよう計画しています。 

本予測においては、処理方式が確定していない

ことから、メーカーアンケートを実施し、処理方式

ごとに最も影響が大きい各条件を基に予測評価

を行いました。その結果からも、本施設による大

気質への影響は極めて小さいことを確認していま

す。 

 

有害物質は建物外に出ないらしいが、煙突の水蒸気に含

まれていると思う。もし含まれないなら水蒸気を冷やし、水

に戻して、建物中で使用すればいいのではないでしょう

か。 

等々、色々不審に思う事が多くこの計画には反対です。 

煙も水も一滴も出さないと言いながら、かなり高い煙突が計

画されて、二酸化窒素、浮遊粒子、ダイオキシンが広範囲
に拡散するという。 

なぜ、有害な煙のでにくい煙突のない焼却場にならないの

でしょうか？ 

「ダイオキシンは 800℃前後の高温で一時的に分解される

が、300℃前後に下がったところで簡単に再合成する」と書
かれている本があります。こういう事について調査研究はさ

れないのですか。 

ダイオキシン類再合成の対策については、既に

再合成する 300℃の温度帯の滞留時間を最小

限とする温度管理の技術が確立されており、これ

を踏まえた適切な温度管理を行います。 

風は気圧の変化で生ずるもの。すなわち季節や時間帯に

よって変わる。濃度予測の分布図が、季節や時間帯が明

示されていないと思われるが、何月の何時調査のものか。

それで、どう判断出来るのか。 

煙突排ガスによる長期平均濃度予測に用いた気

象条件は、河原町総合運動場における１年間の

地上気象調査結果（準備書 7-1-1 章）を基に設

定しています。これに基づき年間の平均的な状

況を予測しています。 

 

28ｐ 番号４の見解・・工場棟の煙突位置からわずか 300m

付近に民家が１戸ある、調査項目で、大気、騒音、振動、

悪臭、水質（表流水、地下水）、土壌はどうなのか。１戸とい

えども生存権、基本的人権の問題はどうなのか。（資 3－
108ｐ等） 

最寄りの民家では、騒音、振動、悪臭の調査を

実施のうえ、状況を把握しております。また、予測

については、大気、騒音、振動、悪臭等を行って

おり、いずれの項目についても本施設の影響が

極めて小さいことを確認しています。 
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意 見 概 要 見  解 

焼却排ガスや排水量、予想される重金属の排出量や種類
などを示していただきたいです。 

焼却施設からは重金属がかなり出ると思います。鉛や水銀
は測定しないのですか。こういうものが出た場合どう対応す

るつもりですか。 

 

最近の各種製品は水銀や重金属類を極力使用

しないよう努められています。また、不燃ごみや

水銀を含有している蛍光管等は分別収集し、リサ
イクルしており、可燃ごみに、重金属等が含まれ

る可能性は極めて低くなっています。一方で、新

しい可燃物処理施設では、排ガスの重金属等を

捕獲する排ガス処理施設を設置します。 重金属が相当でるはず。鉛や水銀は測定しないのです

か。こうゆうものが出た場合どう対応するつもりですか。 

 

ダイオキシンのみならず、むしろ焼却により排出される重金
属類が危険と思われる。想定される重金属の種類及び排

出量の明示と処理する事により排出をどの程度抑える事が

出来るのか明確にして頂きたい。 

 

焼却排ガス量や排水量等、煙突から排出されると、予想さ

れる重金属・浮遊粒子・ダイオキシンなどの全ての排出量・
種類が予測されていない。 

〔同意見他１件〕 

本環境影響評価は、鳥取県の環境影響評価条

例に基づき実施しています。環境影響評価項目

の設定や予測・評価の手法は、県の環境影響評

価技術指針に基づくものであり、方法書段階で

の各方面からのご意見も踏まえて実施していま

す。 水は一滴も施設から排出しないと言っているが、全てを水

蒸気に含めて排出すれば同じ事、その環境影響予測がさ

れていない。 

従って、お粗末な環境影響評価となっていますので、やり

直しが必要である。 

56ｐオ・ダイオキシン類福和田年間0.0088pg-TEQ/m3は基

準値に至らずとも多いがこの原因は何か。137ｐ土壌汚染

物質調査で5.3pg-TEQ/gも同じ。資2－61ｐも同じ。 

炉の様式によって異なってくるのではないのか。ダイオキシ

ン類の性格からして非常に不安である。こわい。 

平成22年度ダイオキシン類常時監視測定結果

報告書（平成24年２月、鳥取県）によれば、平成

22年度の鳥取保健所測定局における一般環境

大気中のダイオキシン類濃度調査結果は、

0.0088～0.016pg-TEQ/m3（年平均0.012pg-
TEQ/m3）であり、福和田の現地調査結果である

0.0088pg-TEQ/m3はこの変動範囲内となってい

ます。 

また、土壌中ダイオキシン類については、一部の

地点でやや高い傾向がみられますが、基準値

（1,000pg-TEQ/g）と比較した場合にこれを十分

下回っており、一般的に問題となるレベルではな

いと考えます。ただし、事業者としては大気環境

及び土壌環境の保全が重要であることは認識し

ており、供用後に再度同一地点でモニタリングを

行い、影響を検証いたします。なお、排ガスにつ
いては、排ガス処理設備で基準以下になるよう処

理を行いますので、炉の方式によりダイオキシン

類の濃度が異なることはありません。 
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（２）悪臭 

意 見 概 要 見  解 

周辺への臭気指数で生活環境に影響を及ぼさないとはど

の程度を示すのか。 

特定悪臭物質濃度の観点で悪臭防止法に基づくＡ区城の

規制基準とはどのような内容なのか。 

臭気指数とは人間の嗅覚によって臭いの程度を

数値化したものであり、臭気指数 10 未満とは、

ほとんど臭いを感じないレベルです。特定悪臭
物質濃度の観点で、悪臭防止法のＡ区域の規制
基準とは、主に住居系の地域のほか、学校及び

病院等の周辺地域に適用される基準となります。 

対象事業実施区域は悪臭規制地域に指定されていない

（準備書 p.3-94）とは、悪臭が発生しても規制しないという

意味ですか。 

鳥取市の悪臭規制については、特定悪臭物質

濃度により規制されています（※平成 24 年 10

月 1日より、賀露町内の一部（国道 9 号以北、湖
山川以西）において臭気指数による規制に変
更）が、対象事業実施区域は規制地域に指定さ

れておらず、規制は適用されません。ただし、本

組合としては、生活環境の保全が重要であること

は認識しており、Ａ区域の特定悪臭物質濃度の

基準を公害防止に係る計画目標値として設定の

うえ、事業の実施にあたっては可能な限り環境負
荷の低減に努め、周辺地域の環境に影響を及ぼ
さないよう配慮します。 

29ｐ 番号９の見解・・H22.8.18 に６地区で調査されてい

る。暖候期は４月から９月までの間であるが、わずか１日の

調査で予測してある。十分といえるのか。また、春は南西の

風、冬は北東の風が強い。この次期も悪臭調査は必要と

思われる。 

「廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針」（平

成 18 年９月、環境省）によれば生活環境への影

響が大きくなると考えられる代表的な時期に１～
２日とされています。これらも参考に、悪臭の調査

は、気温が高くなり腐敗等が進行し易くなる暖候
期に１日の調査を行いました。 

 

（３）水質 

意 見 概 要 見  解 

地下水の調査地点は山手、福和田部落下の２ヶ所にすぎ
ない。下流域では市の簡易水道ではなく昔から地下水を

生活用水として多くの世帯が水質検査未済のまま使用して

いるが、未だかつて食中毒等が起った事例は発生してい

ない。 

したがって今回の実施にあたっては、地下水に何等かの

影響を及ぼすではないかと大きな不安を抱いており全地

域について地下水及び地下水脈の調査を実施されたい。 

調査対象とした２ヵ所の簡易水道の水源は、多く

の家庭に配水している代表的なものです。なお、

この水源は、候補地を挟む２つの異なる谷にある

ことから、当該地域の代表的な地下水脈と考えて

います。 

28ｐ 番号５の見解・・田を埋め立てて新調整池が造られ

る。可燃物処理施設（関連施設のそばの池）と工業団地（Ｅ
ブロックのとなり）の池の二つを分水嶺境に造るのか。なぜ
２つ必要なのか。 

工業団地が当初計画していた調整池が工区変
更に伴って移動したことから、当組合事業での雨
水排水を調整できないため、新たに調整池を計

画しました。 

141ｐ 現況図に実施区域がかさねてある。そのうち田が区
域外で残る箇所があるが、141ｐ、151ｐ、161ｐの図 地ュ谷

ため池側下流６枚の田はどうなるのか。水路が絶たれてし

まうが・・工業団地Ｅブロックの造成地となるのか。 

地ュ谷の下流６枚の田の用水は、新しく設置する

調整池で対応します。 

18ｐ（５） 水質汚濁防止策・・「近隣の集落排水施設に放流

するとなっているが豊水期にはどうなるのか。時間雨量最

大どのくらいか。隣接個人宅の安全は確保できるのか。 

雨水については、調整池を通して河川に放流す

るため、集落排水施設には影響がありません。 
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意 見 概 要 見  解 

116ｐ 緑色の○印地下水調査片山浄水場が加わっていな

い。123ｐ、にいれるべきでは。 

片山浄水場は本文３－５４.５８．５９ｐにはあるが、112ｐの調

査項目「イオン分析項目」がないのはなぜか。 

調査対象とした２ヵ所の簡易水道の水源は、多く

の家庭に配水している代表的なものです。なお、

この水源は、候補地を挟む２つの異なる谷にある

ことから、当該地域の代表的な地下水脈と考えて

います。 

片山浄水場は、鳥取市が調査を行っています

が、イオン分析項目は実施されていません。 

123ｐ 水質調査結果は簡易水道の源泉のみとなっている

が２km 周辺を対象とした主な地点ではないのか。簡易水

道以外の地下水をも調査してほしい。可燃物処理施設だ

けでなく工業団地 20.5ha も造成されればなおさらで、保水

力が非常に気になる。（地層との関連もある。） 

 

（４）土壌汚染 

意 見 概 要 見  解 

環境基準値内のダイオキシン発生量と記載されているが、

微量でも土壌に蓄積される部分があり、やがて何年後かに

は基準値を超えるかも分からないと思うが、どう考えている

のか。また、今後、公害発生が「０」とはいえないと思うが、

何ヵ所かは、現在の土壌の成分を調査し、記録を保存して

いるのか。 

ダイオキシン類は、自然界にも存在しているもの

であり、施設を建設する前のこのたびの調査にお

いても、微量ながら土壌に存在しています。 

また、これまで、八頭環境施設組合で山手、郷
原、三谷、加賀瀬地内において、土壌中のダイ
オキシン類の定点調査を行っており、その由来
は、主に除草剤の使用によるものであるとの結果

が公表されています。 

なお、本施設によるダイオキシン類の影響につい

ては、極めて小さいことを確認しています。また、

ダイオキシン類については、紫外線により分解し

ていくことがわかっています。 

今回の調査結果を保存するとともに、事後調査

結果についても同様に保存します。 

136ｐ、137ｐ 土壌汚染物質等の調査地点で運動場が選
定されていて、対象事業実施区域内が選定されていない。

なぜか。 

土壌汚染物質の調査地点については、煙突排

ガスの拡散に伴う大気汚染物質の沈着との関連
性を考慮し、大気調査地点と同一の地点としまし

た。 

 

（５）動物・植物、水生生物及び生態系 

意 見 概 要 見  解 

毎晩鳴くフクロウの声は、地域に暮らす私たちに安堵を与

えてくれています。この辺りの一帯が良い餌場になってい

るのでしょう。計画が実行されれば、フクロウがいなくなるの

は明らかです。 

フクロウについては、繁殖は確認されていないも

のの、縄張りを形成している状況が確認されてお

り、事業により縄張りの変化が予測されます。縄
張りが変化しても引き続き生息可能と予測されま

すが、この点についてはモニタリングを実施し、

事業による影響が大きいと考えられる場合には、

フクロウの生息環境を改善するための保全措置
を実施することにより、フクロウへの影響を小さく

できるものと考えます。 
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意 見 概 要 見  解 

178ｐ 春ゼミの声が聞けなくなるのが残念。資 9－42ｐをみ

ると、アカマツ、クロマツの林に生息するとあるが林が消
滅、減少する傾向がある。資 9－76参照。 

本事業の性質上、土地の改変を回避することは

困難です。したがって、土地の改変によって影響

が生じる、または改変による影響が大きいと考え

られる種に対しては、その影響が可能な限り小さ

くなるよう保全措置を講じます。 

186ｐ 表 7－4－2.16 動物相の変化の造成後の記述「・・
一部が改変され移動能力の低い生物については影響を受
けるとかんがえられるものの対象事業実施区域の周辺には

ため池、河川などの水域が残存するため生物相の変化は

小さいものと考えられる。ただし、ため池に生息し移動能力
の低い一部の生物については予測結果に不確実な部分

がふくまれるものと考えられる。」とあるが、地ユノ谷ため池
及び楮谷ため池は埋め立てられる。ため池は消失してしま

う。つまり生物を殺してしまうことである。 

ため池に生息する移動能力が低い生物群につ
いては、施工時に確認された場合、付近のため

池等へ移殖を行います。 

ブッポウソウについて・・189ｐ・193ｐ・199ｐ・203ｐ・影響はな

いものと考えていいのか。209ｐ 
ブッポウソウへの影響については、準備書要約

書 203 頁の表 7-4-2.32(2)に記載したとおり、個
体へ与える影響は小さいと評価します。ただし、

県内での繁殖例が減少していること、絶滅危惧
のランクが高いことから、供用時にモニタリングを

実施し、生息状況を確認します。 

猛禽類 ハチクマ・ミサゴ・オオタカ等・・7-254・確認種、

194ｐ・195ｐ・196 造成時・7-295 施行時・190ｐ造成後・197
ｐ供用時・204ｐ変化の程度 

騒音・振動に敏感であるし、機械等から生じる低周波にも

敏感ではないのか。 

既存文献によれば、猛禽類の代表的な種である

オオタカの聴感特性は、一般的に 2kHz の感度
が一番高く、8kHz より高い音や 250Hz より低い

音は聞こえないとされています。希少な猛禽類に

ついては、その繁殖期に巣の近くでの騒音・振
動が発生する場合、繁殖に影響を及ぼす可能性

がありますが、本調査では対象事業実施区域及

びその周辺において猛禽類の営巣は確認してい

ません。 

ハルゼミについて・・212ｐ・「準絶滅危惧種とされており、絶
滅危惧種ではない。予測対象に含めなかった。」とあるが

調査に含めてほしい。毎年鳴く声を確認している。資 9-76 

予測対象種については、“準備書 7-300頁 エ．
予測対象”及び“評価書 7-306 頁 エ．予測対

象”に示すとおりであり、準絶滅危惧種について

は、「主に対象事業実施区域で確認された種」に

ついて予測評価の対象としています。 

メダカについて・・220ｐ・226ｐ・影響は小さいと予測する。

229ｐ・230ｐ・233ｐ・生息環境の一つであるため池が減少す

るが。235ｐ・保全すべき対象に含めなかった。 

含めて追跡調査をしてほしい。 

メダカについては、ため池で確認されていませ

ん。なお、水生生物の保全対策として、キイロヤ
マトンボ、クロゲンゴロウ、キベリクロヒメゲンゴロウ
を中心としたため池の生物については、施工時
に確認された場合付近のため池等へ移殖を行う

こととしており、メダカについても確認された場合
には同様に保全対策を実施します。 

ゲンジボタルについて・・172ｐ・173ｐ・228 ため池が減少す

ることから影響が生じると予測する。・229ｐ・231ｐ・234ｐ・
236ｐ・237ｐ・238ｐ・7-257・258ｐ・資 9-77 

ゲンジボタルについては、ため池で確認されてい

ません。なお、水生生物の保全対策として、キイ
ロヤマトンボ、クロゲンゴロウ、キベリクロヒメゲンゴ
ロウを中心としたため池の生物については、施工

時に確認された場合付近のため池等へ移殖を行

うこととしており、ゲンジボタルについても確認さ

れた場合には同様に保全対策を実施します。 
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意 見 概 要 見  解 

キイロヤマトンボについて・・228ｐため池が減少・・影響が

生ずると予測する。229ｐ・ 
キイロヤマトンボについては、ため池で確認され

ており、影響が大きいと評価しております。したが

って、キイロヤマトンボについては、施工時に確

認された場合付近のため池等へ移殖を行うこと、

調整池、用水路についてはその機能上問題がな

い範囲で、生物が利用可能な構造とすることによ

り、影響の低減を図ります。 

モリアオガエル・・・246ｐ・249ｐ・対象事業区域に隣接する

場所では産卵場所がなくなる可能性があると予測する。

254ｐ・保全措置でため池跡地に小規模な池を設けること。

調整池、用水路についてはその機能上問題がない範囲
で・・ 
これで保全措置ができるのか。調整池ができてすぐから住
み着くのか。 

両生類の生息については、産卵できる環境が存

在することが重要であると考えています。モリアオ
ガエルはため池や水田など人間が造成した環境

を利用する種であり、保全措置として実施する池
等も利用するものと考えます。 

147ｐ、175ｐ レッドデータブックとっとり（鳥取県平成５年 14
年３月 29 日）、「鳥取県の優れた自然 植物編」（平成５年
12 月鳥取県）「第２回自然環境保全基礎調査（環境庁 第
２回調査 昭和 53年度）はいずれも資料が古い。 

レッドデータブックとっとりについては、平成 24
年 3 月 30 日付で改訂版が公表されており、評

価書の作成にあたっては、改訂版の内容を反映
し、見直しを行いました。 

156、157ｐ、158ｐ、160ｐ、162ｐ、7－224ｐ・225ｐ、資 8－52ｐ 
植生自然度図から見ても、157ｐ個体群への影響をみてもミ

ソハギ 310株→0株、コクラン 66株→1株となっている。ハ
ンゲショウ、ムヨウラン属の一種については、隣地で計画さ

れている工業団地の改変範囲にあたることに、また、改変
範囲内に育成することに留意する必要がある。となってい

る。 

「重要種の保全の推進に係る働きかけを行う。」とあるが、ど

のように働きかけるのか。 

留意するとはどのように留意するのか。失ったものはもう返
らない。 

工業団地の改変範囲に生息する重要種の確認

状況については、本組合より、工業団地の事業
者である鳥取市に対して、確認種、確認位置等

の情報を提供し、事業の実施にあたりその保全

に配慮するよう伝えています。 

重要種の植物を移植することや、水生生物を造成地へ移
殖するなどして保全に努めるとありますが、繁殖が難しいこ

とはわかりきっています。 

すぐに計画を中止して下さい。 

本事業の性質上、土地の改変は避けられませ

ん。そのため、土地の改変によって影響が生じ

る、または影響が大きいと考えられる種に対して

は、その影響が可能な限り小さくなるよう保全措
置を実施します。移植等の実施にあたっては、既

存の実施事例の収集、現在の生育・生息環境を

調査し、類似した環境への移植を行っていきま

す。 

主なものを書き上げてきた。植物、水生生物等をあげれば

珍しい植物 158ｐ～165ｐ・水生生物等 217ｐ・221ｐ・229ｐが
ある。動植物、水生生物の減少は、環境の変化です。エサ
がなくなる、森が、池がなくなれば空気も汚れ、静けさもなく

なる。生物全体の連鎖反応が生じることになると思う。国英
地区の自然環境を守っていかなければならないと思う。  

154ｐ施設建設にあたり植生自然度７ミズナラ群、クヌギ、コ

ナラが 19％減。造成地が 30％増。いわばこの地域一体の

自然が崩壊し、絶滅危惧種も生存している動植物の生態
系がくずれるおそれがあるのではないのか。施設建設はや

めてほしい。 
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意 見 概 要 見  解 

参考 239ｐ、240ｐ、241ｐ、242ｐ、243ｐ、244ｐ、245ｐ 要は

国英地域に絶対危惧種といわれる動植物、水生植物がど

れくらい生存、生育していてこのたびの工事で絶滅の可能
性や、群落の消滅、減少、があるのか。また今後の保存対

策はどのようにするのかを知りたい。（隣接の工業団地も含

めて。） 

国英地域一体には千代川、霊石山、お城山があり小川、

森林（針葉樹、広葉樹）、竹林、果樹林、田、畑、ため池等

自然環境に富んでいる。開発をしてほしくない。 

新設の調整池が造られても４，５年いやもっとかかってから

でないと水生動植物は住み着かないと思う。 

また絶滅危惧種の動植物だけでなく、春はうぐいす、ひば

り、つばめ、ふくろう、メダカ、夏はサワガニ、ホタル、はるゼ
ミからニニゼミ、あぶらゼミ、ひぐらし、秋はかも、等で心が

なごんでいる。開発でクマ、シカ、イノシシ、サル等におび

やかされるようになるのはいかがなものかと思う。 

対象事業実施区域周辺に生育、生息する絶滅
危惧種等に該当する動植物、水生植物の分布
状況及びその保全対策については準備書要約

書 7-4-1章～7-4-3 章に示すとおりです。なお、

工業団地については、本事業とは別の事業であ

り、本事業の環境影響評価には含まれていませ

んが、工業団地の改変範囲に生息する重要種の

確認状況については、本組合より、工業団地の

事業者である鳥取市に対して、確認種、確認位
置等の情報を渡し、事業の実施にあたりその保
全に配慮するよう伝えています。 

環境アセスメントの結果 11 頁・13 頁のような生物（以下動

物・植物・水生生物を総称して「生物」として表します）が生

息していることが判明したのなら、この対象事業実施区域
に焼却場を建設すべきではないと思う。 

環境保全措置として“施工時に確認された場合、近くのた

め池等へ移植を行います”とか“移植後に適切なモニタリン
グを行って生育状況を確認する”とあるが、国や鳥取県の

レッドデータブックに記載されている生物ならばなおさら人
間が手を加えるべきではない。 

理由は 100％の移植は不可能である。その生物は今いる

所が適地である。そしてまた、施工者が生物に気づかなか

ったら、また施工者が生物に対する認識をもたぬ人であれ

ば、生物は見おとされ、殺されてしまうからである。 

このような地域は自然観測地として子ども達や生物の関係
者に提供するようにして、焼却場としては別地を探すべき

である。 

焼却場をどこに建設するにしても、生態系をこわすような場

所は避けるべきと思うが如何ですか。 

人間ならば他の生物に対して何をしても許されるものです

か。“ここしかない”というのではないのに！探せば場所は

他にあるのに！！ 

これまで、環境アセスメントの為に巨額な費用がかかって

いる。今さら別地など考えられないーこんな考え方ではなく

あたたかな心で検討し回答をください。 

今の生態系は国英地区住民の心のやすらぎとなっていま

す。それは、夜フクロウの鳴き声に早春を感じ、チョウチョが

飛びかい、カエルの声に、子どもも、大人も自然と歌を口ず
さむ。オタマジャクシやカエルやトンボを捕まえて遊ぶ子供
達のはしゃいだ姿等々。長い長い間、このことが繰り返され

子どもも大人も心を育んできました。どうぞ、国英地区住民
の心をつぶさないで下さい。今の場所のため池は、今の予

定地はつつかないで下さい。 

こわされた自然は元にもどりません！！ 

ホタルの激減は人間の浅はかな施工の為であることは、お

気づきでしょう！！ 

便利さや人間の都合で自然をこわさないで下さい。 

 

本事業の性質上、土地の改変は避けられませ

ん。そのため、土地の改変によって影響が生じ

る、または影響が大きいと考えられる種に対して

は、その影響が可能な限り小さくなるよう保全措
置を実施します。施設の整備にあたっては、周辺

環境に十分に配慮するとともに、情報提供を積
極的に行いながら事業を進めます。 
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意 見 概 要 見  解 

平成 22 年６月にはウグイスが地ユノ谷と楮谷の両方から

鳴いていたが、平成 24 年５月には楮谷側からしか鳴いて

いない。 

その主な原因は、鳥取道・インター線の交通量の増大と容
易に推測できるが、この上可燃物処理場が建設されるとウ
グイスに限らず、小動物は完全に追い払われることとなる。 

無用な自然破壊ではないのか。 

（14-8ページの見解をご覧ください。） 

 

排煙からの降下物質、降雨に伴う耕地、河川からの流出物

質が漁類の食餌である藻類や水棲昆虫に付着し生物多様
性を誇る千代川の生態系や食物連鎖に影響を及ぼすこと

はないのか。 

排ガスの拡散計算式は、「廃棄物処理施設 生

活環境影響調査指針」（平成 18 年９月、環境

省）に記載されているもので、多くの環境影響評

価事例で用いられている等実績があり、適切なも

のと考えています。その結果より本施設による大

気環境への影響は極めて小さく、現況とほとんど

変わらないことから、千代川の生態系や食物連
鎖に及ぼす影響はないと考えます。 

 

（６）廃棄物の抑制、温室効果ガスに関すること 

意 見 概 要 見  解 

焼却残渣等について現有施設の処理方法及びメリット、デ
メリットについて示して頂きたい。また、環境面に於いて最

も低リスクだと考えられる方法はどのような方法か。 

現有施設の焼却残渣については、本組合の管
理型最終処分場にて安全に埋立て処分していま

す。また、本施設の焼却残渣等の処理について

は、現在検討を行っている段階であり、溶融処理

しない方式の場合は埋立、セメント原料化、山元
還元化等、溶融処理する方式の場合は、スラグ

化、山元還元化等の資源化を計画しています。 

温室効果ガスの排出削減のため排熱ボイラ設置により発

電する方法は現在どこで実施されているか。また、費用対

効果の面でのメリットはどのような点か。 

地元住民の皆様が視察された京都市北部クリー
ンセンターや大阪市東淀工場では発電が行われ

ています。両施設の年間の発電量は、京都市北
部クリーンセンターで約 40,000MWh、大阪市東
淀工場で約 53,000MWh となっており、施設で使

用する電力を賄うとともに、余った電力は売電さ

れています。 

国の方針では、今後整備されるごみ焼却施設に

ついては、発電等を義務付けており、本施設に

ついても発電施設を設ける計画としています。 
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（７）車両の影響 

意 見 概 要 見  解 

廃棄物運搬車両等の走行ルートは学童、生徒の通学等に

危険、影響を及ぼさないよう安全性が図られているか。 

ごみ収集車両等の交通経路は、鳥取自動車道
や河原インター線など交通安全施設が整った主
要幹線道路の走行を基本としています。また、集

落内のごみ収集に伴う車両の走行については、

登下校の時間帯はもちろんのこと、歩行者に十

分注意するよう収集運搬の責任者に申し入れし

ます。 

大型施設なのでゴミ回収車の台数がかなり多いと思いま

す、そのような考慮が欠けています。 

１台／分毎に通行する運搬車の考慮が不足しています。

運搬車による交通量の増加による、通行の危険、騒音、排

ガスの増加による健康への危惧など生活道は通っては、こ

まります。 

ごみ収集車両は、鳥取自動車道や河原インター

線などの幹線道路の走行を基本としています。ま

た、ごみ収集車両が集中する河原インター線に

おいて、車両の走行に伴う排ガス、騒音及び振
動を予測した結果は、問題のないものとなってい

ます。 

21ｐ搬出入車両台数（日台数：片道）全体最大台数440台
通常台数210台となっているが、計算算出はどのようにして

算出したのか。工事中何日間か。 

搬出入車両台数は、現在、鳥取市で稼働してい

る神谷清掃工場等の４施設の平成22年度搬出

入車両実績から設定しました。 

 

（８）予測評価手法全般 

意 見 概 要 見  解 

環境側面のインプットとアウトプットの検討が不十分であ

る。可燃ごみをインプット燃やし、そしてアウトプットした場

合に何が発生するかの想定がない。全てのアウトプットに

対して環境影響を評価していなく、これで環境影響を評価

したことにはならず、不十分である。 

また、想定される非定常・緊急事態の評価が含まれていな

く全て定常しかない。 

環境影響評価の基本が出来ていなく、評価になっていな

い。やり直しである。 

本事業における環境影響評価は、鳥取県の環境

影響評価条例に基づき実施しています。環境影

響評価項目の設定や予測・評価の手法は、県の

環境影響評価技術指針に基づくものであり、方

法書段階での各方面からのご意見も踏まえて実

施しています。なお、非定常・緊急事態について

は予測評価の項目ではありませんが、東日本大

震災の教訓を踏まえ自家発電設備を設置する計

画であり、電源の確保により地震等による停電で

も安全に施設を停止できるよう配慮する計画で

す。また、事故防止対対策のマニュアルについ

ては、処理方式が決定し、具体的な施設計画を

検討する時点で作成します。 

事故やトラブルが大気への汚染となった場合、その影響は

かなり広範囲に拡がるものと思われます。 

現在の評価範囲では不十分ではないでしょうか。 

どのような環境保全計画・事故防止対策を施したとしても

完璧なものはありません。 

計画施設において、事故やトラブルが発生した際に想定

外とはならないよう環境へどのような影響があるのかをシミ

ュレーションし、その上で具体的な対策・体制を整備してお

くべきではないでしょうか。 

計画施設の処理方法は、「ストーカ方式」、「ストーカ＋灰
熔融方式」、「ガス化熔融方式」を基本に検討しているとい

うことですが、方式が決まっていない段階で準備書を縦覧
して住民の意見を求めるのは順番が逆ではないでしょう

か。処理方法を決めてから意見を求めるのでなければ意
見は出せないです。 

予測は、メーカーへのヒアリング結果に基づき、

大気質、騒音、振動等の項目別に各処理方式を

比較し、最も影響が大きいと想定されるもので実

施しました。また、大気質、悪臭、土壌汚染など、

住民の方に関心の高い項目については、想定し

ている３つの処理方式で予測を行っています。 

その結果、いずれの方式になった場合でも、保
全目標を満足することを確認しており、本事業に

よる環境への影響は極めて小さいことを確認して

います。 
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意 見 概 要 見  解 

４・５．14ｐ、13・資1－1～1－4p処理方式をメーカアンケー

トとかで３方式として検討するということだが、メーカとはど

のようなメーカなのか。 

調べたところ、ストーカ式燃焼装置の施行業者は①日立造
船、②ＪＦＥ環境（株）、③（株）タクマ、④三菱重工業環境エ
ンジニアリング、⑤川崎重工等であり、流動床式燃焼装置
の施行業者は、①荏原製作所、②（株）ＩＨＩ（以前の名称
石川播磨）環境エンジニアリング、③神戸製鋼所、④三井
造船、⑤川崎重工等のようである。 

どうように検討されるのか。 

アンケートは処理方式ごとに、客観的に対比が

可能な代表的なメーカーに対して実施しました。 

３方式の欠点、利点を表にして比較してほしかった。 ３つの処理方式の比較については、今後、具体
的に処理方式を決定する際に実施します。 
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（９）調査対象範囲 

意 見 概 要 見  解 

環境影響評価の調査範囲を国英地区内だけとしているのはなぜ
か。例えば半径２km 以内には、八頭町国中、河原渡一木、下佐
貫、下曳田、曳田、佐貫、八日市も入っているがこれらの地区を

調査対象外としている理由はなにか。 

範囲について、大気質では、現況調査の

範囲を約１km、予測評価の範囲を約５km
としています。現地調査は、調査計画の

策定時に行った事前の予測において、最

大着地濃度地点が出現すると想定された

１km の範囲を基本に、集落の状況等を考

慮して設定しています。なお、調査結果を

みると、地点による濃度のばらつきは小さ

く、この地域の現況濃度は基本的に一様
であると判断しています。また、予測評価

については、方法書でのご意見を踏ま

え、より広い約５km の範囲としており、ご

指摘のあった地域についても予測対象と

しています。 

また、ダイオキシン類の国の基準では、耐
容１日摂取量を体重１kg あたり４pg として

います。これは人が毎日摂り続けても健康
に害を及ぼさないとされる値であり、感受
性が高い胎児への影響も踏まえて設定さ

れたものです。 

一方で、環境省の資料によれば、平成 21

年度に日本人が毎日平均的に摂取して

いる量は体重１kg あたり約 0.85pg-TEQ
であり、耐容１日摂取量の５分の１程度と

なっています。このうち食べ物からの摂取
量は約 0.84pg-TEQ/kg と最も多く、呼吸
に よ り 大 気 中 か ら 摂 取 す る 量 は

0.0090pg-TEQ/kg と非常に少ないものと

なっています。 

環境影響評価の範囲が狭いと思う。 

煙も水も一滴も出さないと言いながら、ダイオキシンなどの有害物

質の拡散が分かったにもかかわらず調査範囲を広げていない。

国英地区だけではなく、渡一木・曳田・天神原・佐貫・八日市など

まで範囲を広げるべきだと思う。 

この有害物質の拡散が予測される範囲の中には小学校・中学校・
幼稚園・保育園も含まれている。 

これらの地域を除外しての調査は全く意味がないのと同じだと思

う。 

子供たちの影響が懸念される。大気質について河原幼保園、小

中学校、さんき小学校、中学校、国中保育所についても大気調査

の範囲に加えるべきではないか！ 

調査範囲は国英地域に限らずもっと広範囲にすべきではない

か。煙突から出る物質は３～４キロ拡散するとある著書で読んでい

ます。 

この範囲には保育園～中学校までありもっと配慮すべきだと思い

ます。 

大気調査については「すべての近隣集落への調査及び予測調査

を行う必要がある」（事業者の見解 5－1）と述べているが、三谷、

高津原地区しか実施されていない。 

風向は気温、環境等各種条件により、上昇、下降、逆転、循環流

など、複雑なものと思料されるがとくに千代川、八東川の存在によ

って起こる流れがあると考えられるので少なくとも同円心 5,000 メ

ートルの範囲内を対象とした調査を行われたい。 

調査範囲を国英地区内だけとしているのは何故ですか。例えば、

半径２km 以内には八頭町国中、河原町渡一木、下曳田、曳田、

下佐貫、佐貫、八日市も入っていますが、これらの地区を調査対

象外としている理由は何ですか。 

子供たちへの影響が懸念されます。大気質については、河原幼
保園、散岐保育園、国中保育所、河原第一小学校、散岐小学
校、河原中学校においても大気調査の範囲に加えるべきとおもい

ます。 

今回行われた「環境影響評価」の調査地点は、建設予定地のお

おむね１km の範囲で国英地区内ですが、私の家は西方２km 地

点（八上地区）にあります。影響が心配です。 

２km 以内には、曳田、下佐貫、下渡一木などの集落もあり、子供
が沢山いる中学校もあります。今回の調査だけでは不十分です。

せめて国英地区以外の２km までも調査を行うべきです。 

散岐小学校、河原中学校が処理場予定地から１．５km 以内であ

るのに、大気調査をされていないとあるが、意図的か。 

調査範囲を国英地区内だけとしているのはなぜか。半径２km 以
内には八頭町国中、河原町渡一木、下曳田、曳田、下佐貫、佐
貫、八日市も入っているがなぜこの地区を対象外としているのか。 

子供たちへの影響が気になります。河原幼稚園、散岐保育園、河
原第一小学校、散岐小学校、河原中学校においても大気調査の

範囲に加えるべきではないですか。 

調査範囲を国英地区内だけにせず、半径２km 以内には八頭町
国中、河原町渡一木曳田、佐貫他も入る。対象外としている理由
は？小学校、中学校、保育所を含むと思われるのに。 
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意 見 概 要 見  解 

煙突 59ｍということだが、方法書の段階でなぜ煙突の高さ

が不明であったのか。公表されなかったのか。環境影響調

査を実施するにあたって、当然半径２km という調査範囲が

想定されるのでは。国中１区、２区等なぜないのか。 

方法書の段階では、煙突の高さが確定していな

かったため、記載しておりません。なお、調査範
囲の設定にあたっては、煙突高さを 59m と想定

したうえで、事前の予測を行いました。 

大気質については、現況調査の範囲を約１km、

予測評価の範囲を約５km としています。現地調

査は、最大着地濃度地点が出現すると想定され

た約１km の範囲を基本に、集落の状況等を考慮
して設定しています。なお、調査結果をみると、

地点による濃度のばらつきは小さく、この地域の

現況濃度は基本的に一様であると判断していま

す。 

また、予測評価については、方法書での意見を

踏まえ、より広い約５km の範囲としました。 

 

「環境影響評価技術マニュアル」「環境アセスメント技術」よ

ると、煙突の実態高 30ｍで調査対象地域半径３km ともあ

る。用瀬地区で３km の要望があった。28ｐ「約 5,000m の範
囲で影響を予測しており」となっているが。なぜ。 

「環境影響評価技術マニュアル」及び「環境アセ
スメント技術」によれば、煙突の実体高 30m で調

査対象地域半径３km との記載がありますが、煙

突実体高と調査対象地域の範囲については目

安として記載されており、実際は処理能力によっ

ても異なります。本事業においての対象地域の

考え方は次のとおりです。 

大気質については、現況調査の範囲を約１km、

予測評価の範囲を約５km としています。現地調

査は、最大着地濃度地点が出現すると想定され

た約１km の範囲を基本に、集落の状況等を考慮
して設定しています。なお、調査結果をみると、

地点による濃度のばらつきは小さく、この地域の

現況濃度は基本的に一様であると判断していま

す。 

また、予測評価については、方法書での意見を

踏まえ、より広い約５km の範囲としました。 

 

 

（10）事後調査 

意 見 概 要 見  解 

大気質、悪臭、水質、土壌における事後調査期間は「事業
活動が定常となった時期から１年間」とありますが（準備書
p.10-2）供用後何年の稼働予定で何年後に調査予定です

か。これらの項目の調査は毎年行うべきと思います。 

大気質、悪臭、水質、土壌に係る事後調査期間
については、事業活動が定常となった時期から１
年間と考えています。また、大気汚染防止法等

の法令等によるもモニタリングについては、法に

準拠して実施します。 

なお、ダイオキシン類については、紫外線により

分解していくことがわかっています。 

 

地下水、空気の水質、土壌における事後調査期間は「事

業活動が定常となった時期から一年間」とあるが、供用後

何年の稼働予定で何年後に調査予定か これらの項目の

調査は毎年行うべきだと考えます。 

大気質、悪臭、水質、土壌における事後調査期間が「事業
活動が定常となった時期から１年間」とあるが、事業活動を

続ける期間中は、継続してやるべきだ。特に問題になるの

はダイオキシン類だが、分解しないのだから年々蓄積する

一方だ。また、大気中にばらまかれる重金属類もダイオキ
シン類同様年々蓄積されていく。なぜ、これらの追跡調査

が予定されていないのか判らない。 
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（11）工業団地との関連性 

意 見 概 要 見  解 

河原インター山手工業団地（事業区域面積20.4ヘクタール

造成区画面積6.7ヘクタール）プラス現グランド2.5ヘクター

ルが地域一体にできる。環境影響調査は可燃物処理施設

14.6ヘクタールの土地利用を対象とした調査であって、工

業団地のことは加味されていない。（グランドの４～５倍は

白地、丸はだかの土地。）特に可燃物処理施設の工事工

程表によると、1年目、２年目、・・４年目試運転となっている

が、工業団地の工程表では平成24年度・・27年度初期分

譲開始となっている。工業団地工事で下水道工事26、27
年度、上水道工事は、24年度～27年度、造成工事、道路
工事は、24年度～26年度となっている。騒音、排ガス、振
動、等の影響は動植物、周辺部落、家屋に対する影響は

大と考える。それぞれの工事がダブって行われはしないの

か。（参考 ２－23・資１－10～14等） 

本事業における環境影響評価は、鳥取県環境

影響評価条例及び同技術指針に準拠して行っ

ています。現在鳥取市が進めている工業団地の

整備事業については、環境影響評価の対象事

業ではありません。 

工事については、工業団地の事業と重なる時期
がある可能性がありますので、鳥取市と調整を図

り、適切に行います。 

東部広域行政管理組合の事業は事業、市で行う工業団地

造成事業は事業として市で対応ということとなっている。28

ｐ「鳥取市において、対応される・・」と記述してあるが、地区
住民の受ける側としては、両事業あわせた環境影響変化

の状況を知りたい。騒音、振動、排ガス、水質、大気の変
化、そして動植物、人体への影響等々。 

要するに地区住民は、可燃物処理施設と工業団地が完成

するのとを引き換えに生態系の変化を受け入れることにな

る。 

23ｐ、資１-11等、本文２-13ｐ 工程表は１年目、２年目、・・
４年目試運転となっているが、工業団地の工程表は、24年
度、25年度、・・平成27年度初期分譲開始となっている、環

境影響評価は双方の事業を加味せざるを得ない。（総括
事項Ⅱの２の５と重複） 

要約書の199ｐ・214ｐ・に記載されているように「工業団地の

計画域で確認された保全すべき対象については、工業団
地の事業者に対して今回得られた情報を提供し、貴重な

動植物の保全の推進に係る働きかけを行う・・。」とあるが、

（３１記載）当然であり、その状況結果を市側と東部広域行

政管理組合の双方が公表すべきである。 

総括的なことⅡの５，６、準備書（主として概要書）の内容Ⅱ
の３の23、27、31に述べたが、準備書をよくみていかないと

わからない。概要書27ページ第３章 事業実施区域及び

その周囲の状況が「省略」してあり、第９章対象事業に係る

環境影響の総合的な評価にも工業団地の整備状況が記

述（例えば工業団地の平面図）してないのはなぜなのか。 



 

14-15 

 

意 見 概 要 見  解 

工業団地造成にあたっての造成中、造成後の車両台数は

どうなるのか。 

工業団地整備事業は、鳥取市の事業であるた

め、詳細は分かりません。 

29p、123ｐ 番号７の見解・・可燃物処理施設14haうち６ha
が緑地、工業団地の緑地はいくらか（市に確認してほしい）

両者の開発により緑地が減少する。周辺一体の保水力に

影響がでてくる。簡易水道の水源を地下水調査としている

が、浅井戸、深井戸何メートルなのか。水質調査といって

表流水（河川、小川で千代川を水源）の調査をしているが

保水力と地下水の関係で施設周辺の地下水の調査が必
要と思われる。 

工業団地整備事業は、鳥取市の事業です。 

簡易水道水源地の孔底深度は、山手水源地

8.13ｍ、郷原水源地45ｍです。 

保水状況については、この２地点について、事後

調査を行う計画としています。 

 

186ｐ イ．動物相の変化の４行目「・・生物相の変化につい

ても小さいものと予測する。」と説明してあるが、隣接地に

工業団地が造成されても変化は小さいものなのか。 

可燃物処理施設の建設は東部広域行政管理組合が事業
主体ではあるが、都市施設であり、都市計画法で施設の種
類、名称、位置及び区域を定めることとなっている。市の都
市企画課と密接な関係がある。また、工業団地は、市の企
業立地支援課が中心となって事業の推進を行っている。 

東部１市４町の広域事業として可燃物処理施設の建設を

東部広域行政管理組合が行い、工業団地の整備事業は

鳥取市の事業として行われている。二つの事業は実際主
体が別であっても、地元国英地区で行われつつある。環境

影響調査は、なにも可燃物処理施設だけのものだけでは

ない。（県環境評価条例の基準では工業団地は75ha以
上、廃棄物処理施設（ごみ焼却）は100ｔ/日が環境影響調

査対象となっている。） 

本環境影響評価は、ごみ焼却施設の建設に係る

影響を予測評価するものです。 

現在鳥取市が進めている工業団地の整備事業
については、環境影響評価の対象事業ではあり

ません。 

188ｐ、189ｐ 10ha減少とは。13ha減少とは鳥の種類によっ

てなのか。事業実施は工業団地も加味されているのか。 

準備書要約書188頁～190頁に記載の表7-4-
2.18(1)～(2)及び表7-4-2.19における「10ha減
少」及び「13ha減少」については、予測対象種の

主要な生息環境の面積がどの程度減少するかを

予測したものであり、鳥類の種類によって異なり

ます。評価書においては対象事業実施区域の変
更に伴い一部数値を見直しております。 

現在、鳥取市が進めている工業団地整備事業に

ついては、環境影響評価の対象事業ではありま

せん。 

190ｐ カスミサンショウウオ・・個体が半数程度になると考え

られる。事業により本種の生息環境が約７ha減少するとは。

工業団地も加味されたのことか。 

わずか「隣接して計画されている工業団地付近にも生息し

ていることに留意する必要がある。」とはどのように留意する

のか。 

減少する約７haには工業団地整備事業は含まれ

ていません。 

工業団地造成の事業者である鳥取市に対して、

確認種、確認位置等の情報を提供し、団地造成

事業の実施に際してその保全に配慮するよう働

きかけを行います。 
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意 見 概 要 見  解 

資9-72ｐ、199ｐ、本文7-291ｐ 
カスミサンショウウオ、イモリについては種の保存の観点か

ら図示していない。 

190ｐの関係ページであり、下段落から」10行目「工業団地

の計画区域で確認された保存すべき対象については、工

業団地の事業者に対して今回得られた情報を提供し、貴
重な動植物の保全の推進に係る働きかけを行う。」とある

が、いつ、だれに、どのように働きかけをし、その結果どうな

るのか情報公開してほしい。 

他の動植物、水生生物も同様である。 

「土地利用計画において、約3.8haを残地森林とし、樹林を

現況のまま保全する計画とする。」（上段から６行目）とし、

さらに「対象事業区域内には新たに緑地をもうけ・・・」とな

っている。残地森林に樹林を現況のまま保全し、とあるが、

緑地とは意味が異なるのでは。また騒音、排ガス、振動等

があるところに動植物が好んで生息しないと思う。対策をし

っかりとしたものにしてほしい。 

現在、鳥取市が進めている工業団地整備事業に

ついては、環境影響評価の対象事業ではありま

せんが、工業団地造成の事業者である鳥取市に

対して、確認種、確認位置等の情報を提供し、団
地造成事業の実施に際してその保全に配慮する

よう働きかけを行います。 

対象事業実施区域の土地利用については、準

備書2-10頁（図2-2.6）及び評価書2-11頁（図2-
2.5）に示すとおりであり、残置森林とは別に一部
の造成地に新設緑地を設ける計画です。 

 

 

（12）その他 

意 見 概 要 見  解 

春さきには黄砂がすごく、近くの霊石山にそって、国中の

方向に多く流れる。悪臭だけではない。また冬の積雪によ

る被害はでないものなのか不明。 

黄砂の影響については、広域的な現象であり、

本地域特有のものではないと認識しています。 

なお、積雪による建物への影響はなく、搬出入道
路は適切に除雪を行います。 

また、積雪による停電の対応については、自家
用発電設備を設置し、対応していく計画です。 
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２．環境保全の見地以外の意見 

（１）事業の必要性 

意 見 概 要 見  解 

再びゴミ焼却場が建設されようとしているのはなぜなのでし

ょうか？しかも、東部地区全域のゴミを集めて、有害な煙が

外にでる煙突のある焼却場で処理すると聞いています。 

ごみは、住民が生活する上で発生するものであ

り、これらを衛生的・安定的に処理するために

は、ごみ焼却施設はどうしても必要な施設です。 

施設の整備にあたっては、周辺環境に十分に配
慮するとともに、情報提供を積極的に行いながら

事業を進めていきます。 

なお、ごみ処理に伴うダイオキシン類の発生を防
止するため、国では平成９年に「ごみ処理に係る

ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定し

ています。そのガイドラインでは、小型焼却炉を

一定規模以上の全連続炉に集約することにより、

燃焼を安定させ、ダイオキシン類の発生を防止
するとともに、併せてバグフィルタ等の高度な排

ガス処理設備等を設置することとされています。

また、全連続炉から発生する熱エネルギーを発

電等に活用することを示しています。鳥取県東部
圏域においても、ごみ処理広域化施設の整備を

推進しており、平成 18 年には「ごみ処理広域化

計画（改訂版）」を策定のうえ、収集運搬効率の

改善、経済性、環境保全等の観点から検討を行

い、最終的に１施設に集約する方針としていま

す。 

また、本施設では、最新の排ガス処理設備によ

り、法令よりも厳しい目標値を設定し、周辺環境

へ影響を与えない施設となるよう計画します。 

 

国英地区 14 集落中賛成を表明している集落は全くない

し、土地所有者も半数が不売宣言し、半数以上の反対署
名も提出しているにもかかわらず、強引に進めようとする意
図は？強引にすすめて誰か得をする人がいるのですか？
地元の同意を得たかのように計画をすすめている行政は

少しおかしいのではないですか。 

鳥取県東部広域行政管理組合ごみ焼却場の都市計画

(案)の説明会で地権者及び国英地域の一部落でも反対な

ら建設しないと言いながら、部落総意で建設を賛成してい

る部落はないにも関わらず建設を進めようとしている。 

嘘に嘘を重ねたような行政は信用できない。 

立派な良い施設といいながら、周囲から隠そうとする。見え

れば損なうのかのように。行政とは建設が出来さえすれ

ば、嘘も言う。多数の住民の気持ちは無視する市政（姿勢）

が○○流市政なのか。 

国英地区のどの部落が総意で建設賛成と言っているのか

説明願いたい。 

私の知る限りでは、地権集落及び国英地域の部落では、

部落総意で建設賛成と表明している部落は無い！に関わ
らず、どこに住民の意見反映が反映された建設となってい

るのか。・・・これを住民無視と言わずしてなんでしょうか。 

調査に入る前に地権者には、焼却場建設を前提としたもの

ではないと言いながらも実際は建設を想定した調査になっ

ている、なぜ実際の事を公表しないのか？ 

地権者の人は焼却場建設の為でないのなら許可しても良

いのでは、という人が多かった。 

部落長説明会も法的人格をもった部落長なのか、部落民
の委任状を持って出席した部落長なのか、住民に説明報
告会を実施しているのか、住民の意見を集約確認している

のかも調査しなければならない状況下で説明が終了し、納
得が得られたと認識されることは軽々といわざるを得ないで

はないか。 

国英地区住民のコミュニティ環境に於いて、本件の事業を

進める目的で、行政側よりの一部の住民に対する懐柔や

抱き込み工作が行われた結果、コミュニティの中で疑心暗
鬼のもと不和や不信感が高まっていると聞きます。このよう

な状態の中で本件公共事業を推進していくと、このコミュニ
ティの崩壊を促進させる結果とはならないのでしょうか？行

政側は処理施設を建設しても有害な物は排出しないと力
説されるが、現在未着工にも拘らず、コミュニティ環境には

メンタル面に於いても悪影響が出ているではないのでしょう

か。 

この事業は地元住民の７割が反対を意思表示しているにも

かかわらず、どんどん進められるのはなぜか。 
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（２）位置の選定 

意 見 概 要 見  解 

計画中の地域は、鳥取県東部地域の農業生産活動の中

心的役割を担ったり、清流で生育する鮎等の淡水魚の漁
獲が多い自然に恵まれた地域である。 

また、小中学校等も近くにあり児童生徒に対する環境面で

の低下を避け、より良い環境づくりをすることにより健やか

な子供の育成をして行くことが大人の義務であると考える。 

これらのことから土壌・水質・大気等への環境汚染が予測

される本事業の施設の設置場所として適切とは思えない。 

従って、これらに対する影響が極力少ない場所の選定を

望む。 

可燃物処理施設の整備計画については、平成

12年度に鳥取東部圏域の各市町村から提案さ

れた約40ヵ所の候補地を基に検討を進め、千代
川右岸と左岸にそれぞれ１施設建設する計画と

しました。 

その後、道路交通網の整備等社会情勢が大きく

変化してきたこと等を踏まえ、平成18年に「可燃

物処理施設整備検討委員会」で検討した結果、

可燃物処理施設は東部圏域に１施設とし、施設

規模は１日当たり概ね360トンが適当であるとの

第１次報告書が提出されました。当組合ではこの

報告書を受け、平成18年４月の正副管理者会に

おいて、報告書の内容に沿った整備方針が決定

されました。 

この方針に従い、改めて40箇所の候補地の中か

ら選定した結果、鳥取市河原町山手地区の工業
団地予定地周辺を建設候補地として、地元住民
の皆様のご理解とご協力を求めていくこととしまし

た。 

なお、河原町山手地区を建設候補地として選定

した主な理由は次のとおりです。 

 

（1）位置 

鳥取市河原町山手地区は、東部圏域のほぼ中

心に位置し、収集運搬効率が高いこと。 

（2）道路網の整備状況 

鳥取自動車道と河原インター線に近接しており、

交通アクセスが容易であり、ごみ収集車の一般
生活道路通行が軽減されること。 

（3）土地の状況 

予定地の土地の形状が、なだらかな丘陵地で土
地造成が容易であること。 

 

また、平成20年度に、再度、専門機関により、ご

みの移動量を検証するとともに、安全を確保する

観点から、活断層からの距離を確認した結果、同
地が適地であると改めて建設候補地として決定

したものです。 

本施設では、最新の排ガス処理設備を設けるこ

とにより、法令よりも厳しい目標値を設定し、周辺

環境に影響を与えない施設となるよう計画しま

す。 

青谷町や岩美町から河原町への運搬も燃料費のことを考

えればどうかと思う。ごみと一緒に運ばれる廃棄（排気）ガ

スに関しても余分なガスの排出はする必要は無いのではな

いか排ガスも地域で解消していけばいいのではないか 

対象事業実施区域として鳥取市河原町山手外があげられ

ているが、当該地は鳥取自動車道鳥取南インターチェンジ
直近で、風光明媚、凄烈な河川と豊穣な耕地、神代伝説

や緑の山麓に恵まれた自然も豊かで地域住民の誇りとす

る地点であり、関西以北から自動車で来県される多くの

人々の玄関口として賑わっている。 

したがってこの地に建設を立地させることは、玄関の隣りに

臭気ただよう便所を設置することに等しく、交通アクセスが

良く地域の中心地だと云う理由で選定されることはハイクリ
ーンを売りものとする鳥取のイメージを損い、未来に禍根を

残すものとしか云い難く、鳥取の将来の発展を願うならば

新たな適地を探索されるべきであり、同様の立地条件下に

類例があれば示されたい。 

事業が計画されている土地の地権者が土地不売宣言を出

されていますが、土地買収の見込みのない土地に固執さ

れる理由は何ですか。 

国英地区は鳥取県東部地域の中心だからここに事業を計

画しているという説明ですが、人口の集中する市街地に近
いところに焼却場を建設する方が運搬車の総走行距離が

少なくなって排気ガスの量が減ることになります。地図上で

中心に近いというだけで運搬面では効率が悪いのに国英
地区に計画されるのは何故ですか。 

市町村合併前の平成13年３月の「ごみ処理広域化協議会
（会長・○○○○鳥取市長）」報告書には、「他町村のごみ

を受け入れることには、大きな反対が予想されるので（15町
村で）持ち回りのルールにすることが必要である」と記載さ

れていました。しかし、竹内市長になってからこの持ち回り

のルールを削除されたのは何故ですか。 

４月21日の説明会で、都市計画の決定については「施設

の周辺環境への影響について十分な検討が必要になりま

す」と説明されたが、14万６千m2という広大な面積の山林を

開発することが間違いではないでしょうか。山林を削るよう

な場所に作るのではなく、平地で市民の目の届く所に設置
するのが妥当ではないかと思います。 
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意 見 概 要 見  解 

平成13年１月19日、○○河原町長は議会答弁で「新しい

処理場というのは河原町内に持ってきていただかないとい

うことも確約を取っております」と答弁されています。町長の

議会答弁を簡単に無視される理由は何ですか。 

（14-18ページの見解をご覧ください。） 

 

 

平成13年１月19日の河原町議会で、○○河原町長は「新

しい処理場は河原町内に持ってきていただかないというこ

とも確約を取っております」と答弁されている。町議会の答
弁を簡単に無視する理由は何か。 

ゴミ処理施設運用においては今後も同じような問題が発生

すると思われます。計画施設のような集約化ではなく、環

境面でも公平性の観点からも期限付き複数地域持ち回り

などの新たなルール作りを進めるべきではないでしょうか。 

なぜ可燃物処理施設の建設地が国英地区なのでしょう

か。 

行政側のホームページの基本コンセプトには「ダイオキシ

ン類等の排ガス対策の技術はすでに確立されています。

また、施設から発生する廃熱を回収して発電を行ったり、

熱源や温水を周辺施設等へ供給することもできます。この

ように「ごみを燃料とするエネルギー工場」とされており、い

わゆる従来の迷惑施設ではありません。」（送り仮名は原文
のまま）と説明されておられます。それであれば、もっと人
口が密集したゴミの大量に発生する都市部へ建設された

方がゴミの運搬に伴うコストや運搬車が排出する排気ガス

も相当削減され、より環境に優しいのではないでしょうか。

また、前述基本コンセプトにある廃熱利用の発電に因る売
電にしても都市部建設のほうが変電施設までより近く。温
水を周辺施設に供給するにしても、需給施設等が近くにあ

る都市部に建設した方がコストも低く需要も大ではないの

でしょうか？前述のホームページの基本コンセプトには今

回計画の可燃物処理施設には、ゴミ問題や環境問題を考

え教育する施設としての一面も併せ持つとありますが、そう

であれば、なおさら都市部へ建設される事をお勧めいたし

ます。例えば、過日鳥取市住民投票に於いて市庁舎新築

が見送られた場所などはどうであろうか？あの場所であれ

ば、ＪＲ駅も近く、交通の便も良く住民を集わせて教育する

行政側の意図ともより合致するのではないのでしょうか？行

政側には当初より本件可燃物処理施設建設は河原町国
英地区ありきで、当該場所が、いかに最適であり、デメリット

など何も無いとのスタンスで押し通し、今後行われるであろ

う土地収用法の裁決に向けての決められた道程に従った

アリバイ作りに始終しているように見受けられる。先の鳥取
市住民投票の結果に見るように民意を尊重していただき、

この問題が一国英地区の問題と矮小化させず、鳥取県東
部住民の問題として、ゴミ排出者全員に問題を提起した上
での再考をお願い致します。 
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意 見 概 要 見  解 

安心、安全というのなら、このたび市庁舎問題で取り上げら

れた鳥取駅南地区を新たに候補地として選定されてはい

かがでしょうか。無駄な経費を使用というのなら、旧郡家町
に建設予定で調査はされなかったのか。調査に入るまでの

過程で地区住民の納得は十分得られていない。対話不足
であった。 

（14-18ページの見解をご覧ください。） 

河原町町長の議会答弁：平成13年１月19日、時の○○河
原町町長は議会答弁で『新しい処理場というのは河原町
内に持ってきていただかないということも確約を取っており

ます』と答弁されている。今、○○氏は推進の立場をとって

おられるが鳥取市として○○前町長を180度変節させるに

足る材料は何だったのか。どんな重大、重要な事がらがあ

ったのか、河原町住民にもお教え願いたい。 

八頭町西御門地区周辺における計画については、地元の

反対により事業を断念されている。今回の計画について

は、国英地区の過半数を超える反対者がいるのにも関わら

ず強引に事業を進めようとされているが、西御門と国英とど

んな違いがあるのか。 

八頭町西御門地区の皆様には、東部圏域に２施
設を建設する計画の中で、その中の１施設を建

設させていただくようお願いをしていたものです。 

その後、平成18年に計画を見直し、１施設に集

約することとし、改めて40ヵ所の候補地の中から

検討した結果、河原町山手地区を選定したもの

です。 

仮に鳥取自動車道の鳥取インターチェンジ出口あたりに焼
却場を建設した場合と、現在の計画地においてごみ収集

車の運搬距離の総計を試算して比較してもらいたい。 

本意見については、実施する考えはありません。 

なお、平成20年に、専門機関により、ごみ移動量
の検証を行っております。 
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（３）処理の広域化 

意 見 概 要 見  解 

なぜ鳥取市だけでなく東部という広い範囲のゴミなのでしょ

うか？ 

ごみは、住民が生活する上で発生するものであ

り、これらを衛生的・安定的に処理するために

は、ごみ焼却施設はどうしても必要な施設です。 

施設の整備にあたっては、周辺環境に十分に配
慮するとともに、情報提供を積極的に行いながら

事業を進めていきます。 

なお、ごみ処理に伴うダイオキシン類の発生を防
止するため、国では平成９年に「ごみ処理に係る

ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定し

ています。そのガイドラインでは、小型焼却炉を

一定規模以上の全連続炉に集約することにより、

燃焼を安定させ、ダイオキシン類の発生を防止
するとともに、併せてバグフィルタ等の高度な排

ガス処理設備等を設置することとされています。

また、全連続炉から発生する熱エネルギーを発

電等に活用することを示しています。鳥取県東部
地域においても、ごみ処理広域化施設の整備を

推進しており、平成 18 年には「ごみ処理広域化

計画（改訂版）」を策定のうえ、収集運搬効率の

改善、経済性、環境保全等の観点から検討を行

い、最終的に１施設に集約する方針としました。 

 

ごみの量も減ってきていることだし、一箇所に集めなくても

その地域でごみの小量化をはかり地域ごとで処理していく

方向は取れないものか 

事故が起こった時に大事にならないために、施設は東部
地域で２～３箇所とするべきと思います。 

各箇所で設置期間を決めて持ち回りとして、どの地域も公
平に施設を受け入れるようにすべきと思います。 

東日本大震災の経験から、大型の施設を一ヶ所に建設す

るのではなく、中規模の施設を２～３ヵ所つくりリスクを分散

すべきです。 

環境へのリスクおよび事故やトラブルによる稼働停止の際

のゴミ処理の対応においてもゴミ処理施設の集約化ではな

く、複数施設へ分散化すべきではないでしょうか。 

なぜ大型のものを造る必要があるのでしょうか。 

施設は大型ではなく、各地区で分散し設置期限を決め持
ち回りにして、どの地域にも公平に施設を受け入れるような

体制をとるべきです。 

東部広域管内で１箇所の施設計画はリスクが大きいです。

ごみ焼却場は過去に爆発事故などが多く発生している施

設です。事故などが起これば、ゴミをどこへ持って行くつも

りですか。 

焼却灰を溶融する溶融炉については、過去にい

くつか事故の報告がありますが、ごみ焼却炉に

ついて、操業の支障となるような爆発事故をおこ

した事例はないと認識しています。 

また、本施設については、炉の複数化やごみを

貯留するピットの容量を十分に確保するなど、操

業に支障がないよう配慮した計画としています。 

 

（４）施設の延命化 

意 見 概 要 見  解 

計画施設の事業化の論拠として現在のゴミ処理施設の老

朽化を挙げていますが、国英地区で稼働していたゴミ処理

施設は設備の更新によりかなりの長期にわたって同一場

所にありました。 

環境省により効率的な更新整備や保全管理を充実するス

トックマネジメントの導入から「廃棄物処理施設長寿命化計

画作成の手引き（ごみ焼却施設編）」がまとめられていま

す。 

ゴミ処理施設の集約化により新たな環境への危険因子を

生むのではなく、効率化および有効利用の面では現存施

設の延命化ついて再検討するべきではないでしょうか。 

ごみ焼却施設の耐用年数は25年から30年程度と

言われ、施設の延命化は、耐用年数に至る前に

設備の更新などを適切に行うものです。なお、鳥
取市で稼働している４施設は、耐用年限が近づ
きつつあり、新たな施設の整備が早急な課題とな

っています。 

現存施設の延命化には地元住民の反対もあると思われ、

計画施設でも地元住民が反対しています。 

現在、鳥取市により、平成29年３月まで河原町を

始めとする東部圏域の住民のごみを受け入れる

ことについて、神谷清掃工場の地元関係者と話

し合いが行われているところです。 
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（５）計画全般 

意 見 概 要 見  解 

鳥取市は国英地区だけを相手に話を進めていますが、ゴミ

焼却場ができることで発生する様々な問題は決して国英地

区だけにとどまりません。 

河原町は小さな町ではありますが、一級河川である千代川
や霊石山をはじめとした豊かな自然にかこまれ、多くの

人々が生活しています。こうした自然や人々に全く影響が

ないといえるのでしょうか？ 

たとえば、柿・梨・米などを中心とした農作物へ影響ははか

り知れません。作物そのものへの影響もあるでしょう。 

東部圏域は、自然に囲まれた良好な環境にある

ことは認識しています。 

本施設では、最新の排ガス処理設備により、法

令よりも厳しい目標値を設定し、周辺環境に影響

を与えない施設となるよう計画します。 
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（６）処理能力 

意 見 概 要 見  解 

５ｐ 平成13年度370トン、平成18年度360トン、平成
20年度330トン、平成23年度270トンと変わってきてい
る、270トンとした根拠は何か。 
平成23年３月30日付け「可燃物処理施設整備の検討に
係る第２次報告について」が検討された。委員会委員
長○○○○氏から東部広域行政管理組合管理者鳥取市
長○○○氏あてに提出されている。 
その資料中、計画目標年次をＨ29年とし、下記の表の
とおりとなっている。 
収集可燃ごみ      t/日  96.8 
事業系可燃ごみ     t/日  59.67 
直搬可燃ごみ      t/日   9.77                     
この数字がおかしいのでは？ 
東部環境センター軽量残渣t/日  1.90     

この数字については別表があるがここでは省略。 
し渣          t/日   1.12 
小計          t/日   169.26 
災害ごみ        t/日    28.49 
●   合計      t/日   197.75      
おかしくてもとりあえずこの数字が基本 
 

算出方法 平成29年度の災害ごみも含めた処理対象物
の合計値（197.75t/日）をもとに施設規模を設定 
● 197.75t/日÷実稼働率（0.767）÷調整稼働率    
（0.96）＝268.57t/日≒270t 
実稼働率・・・補修整理・・・・・・・・・・30日 
       補修点検    15日×２回＝30日 
       全停機関・・・・・・・・・・7日  
       起動に要する日 ３日×３回＝９日 
       停止に要する日 ３日×３回＝９日 
＝85日・・・・・・・・・① 
365日－85日＝280日・・・② 
       年間稼働日数を280日とする。    
280日÷365日＝0.767・・・③ 
調整稼働率・・ごみ焼却施設が正常に運転される予定
の日においても故障の修理ややむを得ない一時休止の
ための処理能力が低下することを考慮した係数。96パ
ーセントとする。0.96・・ 
●-----廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の
取り扱いについて 
（平成15年12月15日環廃対発第031215002号 各都道
府県廃棄物行政主管部（局）あて 環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知の「２ゴ
ミ処理施設の整備規模について」を参照のこと。 
 
 

処理能力の設定根拠については、準備書2-5
頁に記載していますが、考え方は、将来人口
の推計値、減量化・資源化施策の効果、災害
廃棄物の処理等を考慮し、稼働率等を基に設
定しました。 
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（７）土地利用 

意 見 概 要 見  解 

９・～12ｐ 施設のほぼ全貌が説明されているが、 

（１）現ため池二つが新設緑地となっているが、現ため池と

新調整池の面積比較は？ 

（２）擁壁等となっているが、「等」とは擁壁以外に何がある

のか。 

（３）関連施設12.400m2とはなになのか。 

ため池の面積比については、現在ある池に対し

て概ね同程度となります。新しい調整池について

は、有効貯水量を算定して設置します。また、

「擁壁等」とは、擁壁のほか、法面を含んでいま

す。関連施設については、現時点で車庫やストッ
クヤード等を想定しています。 

29ｐ 関連で10ｐの図を見て、残地森林26％は少ない。新

設緑地とは何か。芝を植えた緑地なのか。「森林」と「緑地」

の違いはないのか。 

本事業では、緑地として、新設緑地と残置緑地を

設けます。新設緑地とは、新たに整備する緑地

であり、残置森林とは、現在の森林をそのまま保
全するものです。これらの緑地の面積は、新設緑
地が約35,700ｍ2、残置森林が41,300ｍ2、合計で

約77,000ｍ2となり、敷地全体の約52％となりま

す。 

 

（８）安全管理、維持管理及び緊急時対応等 

意 見 概 要 見  解 

河原火砕岩層に立地するに際し、構造物（工場棟等）の耐
震構造の概要と安全性を説明してほしい。 

収集した廃棄物を貯留するごみピットについて

は、汚水の地下浸透等が起こらないよう十分な厚

さを持つコンクリート構造とする計画です。また、

先の東日本大震災においても、ごみピットが破損
した事例はないと聞いています。 

施設から排出される汚水の地下浸透防止のための施設や

設備は、自然災害時等に対する十分な安全性が確保され

る構造となっているか。 

大きな施設はランニングコストが大きいと思います。運転管
理は外注されるのですか。市の職員が運転して行ける程
度の施設でないと十分な管理はできないのではないでしょ

うか。市の職員が運転するのであればいろいろな工夫をし

ながら対応していくので施設も長持ちすることになると思い

ます。 

施設の整備につきましては、建設コスト、ランニン

グコスト等を総合的に勘案したうえ、１施設に集

約することとしています。また、施設の運営につ
いては、適正な管理の方法について今後検討し

ます。 

大気質に対する評価について、「ろ過式集塵機（バグフィ

ルター）などの採用を基本」とあるのはそれだけ有害なガス

を発生しており、その防止策として、「事業者により実行可

能な範囲内で影響の回避・低減が図られていると考えま

す。」とは如何にも無責任な行政対応である。目標値を超
えたら行政として責任を持って、事業を強制停止をさせて

徹底的に対策を取らせてから稼働を開始するというような

対応をする、とは言えないのですか？ 

守るべき基準を守るのではなく、守れる基準しか守らないと

言っているとしか受け取れません。 

本施設では、法令等に定められた基準に対し

て、より厳しい基準を計画目標値として定めてい

ます。また、これらの排ガスのデータについては、

24時間の監視を行うとともに、大気汚染防止法に

定められた測定も実施します。 

施設の稼働にあたっては、この目標値を満足す

るように運転管理を行うとともに、この値を超える

場合には、原因を確認のうえ、必要な対策を講じ

ます。 
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意 見 概 要 見  解 

事故やトラブルが発生した際に、緊急時の対策として
「事故対応マニュアルに準じて迅速に対応できるよう
にする」とあります。 
事故対応マニュアルの具体的な内容とともに環境に影
響が出た際にどのように対処、回復させるのかを示し
てほしい。 

事故防止対対策のマニュアルについては、処
理方式が決定し、具体的な施設計画を検討す
る時点で作成します。 

経済的比較だけでなく、事故防止対策のマニュアル、
比較検討も是非してほしい。 
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（９）協定等 

意 見 概 要 見  解 

周知のこととは思いますが、国英地区には以前ゴミ焼
却場が建設されたことがあり、その時に『もう国英地
区にはゴミ焼却場をつくらない』という契約が交わさ
れています。 

協定につきましては、八頭環境施設組合と地
域住民との間で締結されたものです。なお、
本件については、裁判上の係争事項であるた
め、環境影響評価では取扱わないものとしま
す。 

八頭環境施設組合と関係部落との間に交わされている
「次期施設は周辺に作らない」という協定を無視する
理由はなにか。同じ国英地区（大字山手）に新たな施
設をほぼ継続的に整備することは受け入れられない。 

協定書は守ると言いながら、結局は破ろうとしてい
る。環境影響評価は建設を前提としないと言いなが
ら、評価が終われば建設が前提だろう。 

八頭環境施設組合との間にかわした“協定書”を無視
し、地区住民の反対者が多いのに建設に対する一定の
同意が得られたとマスコミで発表されているがおかし
いのでは。 

八頭環境施設組合と関係部落との間に交わされている
「次期施設は周辺に作らない」という協定を守らない
のは何故ですか。行政が地元と交わした約束を守らな
いとは、子供たちに説明できますか。 

市町村合併前の平成13年３月の「ごみ処理広域化推進
協議会（会長・○○○○鳥取市長）」報告書に設置場
所が特定の市町村に固定されると不公平感が生じるた
め、15市町村による持ち回りのルールが必要である。
と記載されていたが、○○市長になってからこの持ち
回りのルールを削除されたのは何故か。また、平成13
年締結の八頭東部環境施設組合と関係部落との間のご
み焼却施設の協定書に次期施設は周辺には設置しない
ものとする旨締結されているのにこの協定書が全く無
視されている。なぜか。○○市長の言動に不信感を持
たずにはいられない。 

可燃物処理施設整備事業に対して反対の住民が半数以
上ある中で同じ地区に継続して設置しようとしてい
る。公平な行政ではない。 
しかも、平成13年３月25日締結の八頭東部環境施設組
合と関連部落の協定書の中に「次期施設は周辺には設
置しない」と締結しているにもかかわらず、協定書が
全く無視されている。 
住民との約束を簡単に平気で破る。 

八頭東部環境施設組合と交わした協定書が守られてお
らず、守ろうとしない態度は行政の取る態度ではな
い。行政にとって住民との信頼が第一でありその信頼
を損なう態度は許せない。 

八頭環境施設組合と関係部落との間に交わされている
『次期施設は周辺に作らない』という協定を無視する
理由はなんなのか。なぜ同じ国英地区に新たな施設を
整備するのか理解できない。受け入れることなどでき
ない。絶対に許すことはない。 
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意 見 概 要 見  解 

八頭環境施設組合と関係部落との間に交わされている
『次期施設は周辺に作らない』という協定を無視し、
地元住民の反対者の気持ちを無視してまでなぜ国英地
区にこだわるのですか。環境影響評価は建設を前提と
しないと言いながら評価が終われば建設が前提だとい
う行政のやり方はあまりにも酷い。 

（14-26ページの見解をご覧ください。） 

八頭環境施設組合と関係集落との間で交わされた「次
期施設は周辺には造らない」という協定書があるにも
関わらずそれを無視し、また国英地区に新たな施設を
建設するのは受け入れられることではありません。 

河原町議会に於いて、○○町長は平成13年１月19日の
答弁で、「新しい処理場というのは河原町内に持って
きていただかないということも確約を取っておりま
す」と答弁しているのに、なぜ無視するのか。理由を
聞きたい。 
また先日女性会で行ったアンケートの回答では、河原
町時代の町長の議会での答弁を全く認識していない方
がほとんどだった。 
これまでの経過説明しないまま、なぜ裁決したのか。
理由を聞きたい。 

八頭環境施設組合と関係集落の間に締結されている、
次期施設は周辺に作らないという協定は、何故遵守さ
れないのか。 
そもそも所轄する組織が変われば、取り決めが無効に
なると云うのであれば、住民は何を信じて、なにを頼
りに行政ハラスメントに対処すればよいのか。 
御教授願いたい。 
鳥取市は、前施設の操業停止期日が決まっていたにも
拘らず、次期焼却施設建設予定地を選定できなかった
責任を、一地区に押し付け、場当たり的に取り繕おう
としているものであり、まったく行政の怠慢としか言
わざるを得ない。 
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（10）合意形成等 

意 見 概 要 見  解 

一般住民への説明をきめ細かく行い意見、要望等を吸
い上げて頂きたい。 
 

住民の皆様には、引き続き説明をさせていた
だくとともに、意見、要望等を聞いていきた
いと思います。 

『平成18年４月に、国英地区部落長会に環境影響評価
（事前調査）実施を要請した』とあるが、その回答は
どうであったか。無回答のまま事前調査に踏み切った
のではないか。 
国英地区部落長とは、地区住民にとってその意見集約
の機関として何ものにも代えられない重要なものであ
るが、この可燃物処理施設整備事業についてどのよう
に諮問したか。 

平成18年４月に開催された国英部落長会に１
市４町の首長が出席して、環境影響評価の実
施を要請しました。その後、部落長会で検討
され部落長会会長より「この問題について
は、部落長会では取り扱わない。各集落個別
の対応とする。」との回答がありました。ま
た、平成19年８月に当時の部落長会会長へ可
燃物処理施設に関する説明会の開催をお願い
しましたが、前年同様の回答がありました。
さらに平成23年１月の部落長会でも同様の内
容が確認されたと聞いています。 

そもそも環境影響調査は地区住民の十分な合意形成の
もと実施すべきであり、またその結果を鳥取県環境影
響審査会にはかり、知事が意見を述べるべきである。
（反対する地区の調査を実施してそれを適切と評価
し、知事が意見をいうというのはいかがなものかと思
う。） 

本事業における環境影響評価は、鳥取県の環
境影響評価条例に基づき実施しています。環
境影響評価項目の設定や予測・評価の手法
は、県の環境影響評価技術指針に基づくもの
であり、方法書段階での各方面からのご意見
も踏まえて実施しています。 

ゴミ焼却場建設は決して国英地区だけの問題ではあり
ません。考えられる影響について、プラスの面もマイ
ナスの面もすべて西郷・散岐なども含めた河原町全域
に向けてより詳細な説明をすべきだと私は思います。
より住民の意見をとりいれるべきではないのでしょう
か。 

地元の皆様への説明については、地権者集落
を優先して行っているところです。また、環
境影響評価準備書に係る説明会は、本年４月
21日に河原町中央公民館で開催したところで
す。なお、「国英地区地域振興推進本部だよ
り」や本組合ホームページにおいて情報提供
を行うとともに、河原総合支所内に、住民の
皆様との窓口として、国英地区地域振興推進
本部河原事務所を開設しています。 

情報の提供や、調査地域が総べて狭い国英地区に限定
されていて住民を納得させる充分なものとは云い難
い。 
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（11）情報公開等 

意 見 概 要 見  解 

積極的に情報公開・提供ということだが結論のみ情報
提供、事後の情報公開である。 
情報公開は、透明性、客観性、公正の確保が重要であ
る。また、行政の判断に至る意思形成過程、他機関と
の折衝過程も（経緯）も情報公開してほしい。県との
「事前協議」はどこまで進んでいるのか。説明会と称
して行われるが、住民の意見交換の場が少ない。判断
は誰がするのか。住民の判断を十分取り入れてほし
い。 

これまで、本事業の内容につきましては「国
英地区地域振興推進本部だより」の発行のほ
か、本組合ホームページへの掲載、説明会の
開催など広く情報提供を行っています。 
本組合としては、今後も継続して情報公開や
意見交換を行います。 

31ｐ 情報公開について総括的事項として説明してあ
るが、「いつでも」「どこでも〔場所〕」「だれで
も」「即時」には公開されず、また「説明責任」もあ
いまいで「経過説明」もない。 
一部議員や、地域審議会委員にいち早く、くわしく情
報が伝わる。住民にはおそく、１ヶ月も２ヶ月も経過
してから伝わる。聞かないと教えてもらえない。 
積極的な情報公開とは何なのか。すべて結果論のみで
ある。タイミングも新聞、ＴＶ等に発表した後からで
ある。市長（行政）は第４の権力とも言われるマスメ
ディアを巧みに利活用している。住民は言いたいこと
が多々あっても十分に活用できない。費用もない。 
市の広報、情報は１市報、２市のＨＰ、３公告、４広
告、５議会、６審議会（各種委員会）、７ＴＶ、８ラ
ジオ、９新聞、10週刊誌等、11市政提案箱、12地域住
民懇談会等である。説明会も一通りの行政説明であ
り、それに対する質問時間が十分でない。東部行政管
理組合も同じようだ。 
（例 市庁舎立替問題、環境影響調査準備書について
の説明会） 
今後さらに積極的な情報提供をおねがいしたいところ
だが、情報公開、情報提供は偏らず公平にすること。
判断は住民がすべきところも多いにあると思う。（総
括事項Ⅱの２の８と重複） 

 

（12）訴訟関連 

意 見 概 要 見  解 

この事業は地元住民と裁判で争っている案件であるの
で、裁判が終わるまでは手続きを進めるべきでない。 

東部圏域では、現在４つのごみ焼却施設が稼
働していますが、いずれの施設も老朽化が進
行しており、新しい施設の建設が急がれま
す。 
東部圏域住民の皆様の生活を守るため、１日
も早く、施設を建設したいと考えています。 

ただ今、協定書に基づき裁判中です。 
裁判が終わるまで手続きは進めるべきではないと思い
ます。 

焼却場の建設については地元住民が提訴している問題
なので、裁判の結果がはっきりするまでは手続きを進
めるべきではないと思います。 

この事業は地元住民と裁判で争っている案件であるの
で裁判が終わるまで手続きを進めるべきではない。 

１について現在裁判継続中であり、（平成23年12月16
日第１回口頭弁論が行われ、平成24年５月18日現在で
第４回の口頭弁論が行われている。）裁判決審まで事
業の実施を中断すべきである。 
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（13）健康影響について 

意 見 概 要 見  解 

それは大きなニュースとなった東北の原子力発電所か
らの放射能漏出事件で、東北の作物が売れなくなった
事からも容易に想像がつきます。そのほかにもゴミ焼
却により発生する恐れがある浮遊粒子やダイオキシン
は、環境ホルモンとして人体にも影響を与えるでしょ
う。 

ダイオキシン類の国の基準では、耐容１日摂
取量を体重１kg あたり４pg としています。
これは人が毎日摂り続けても健康に害を及ぼ
さないとされる値であり、感受性が高い胎児
への影響も踏まえて設定されたものです。一
方で、環境省の資料によれば、平成 21 年度
に日本人が毎日平均的に摂取している量は体
重１kg あたり約 0.85pg-TEQ であり、耐容１
日摂取量の５分の１程度となっています。こ
のうち食べ物からの摂取量は約 0.84pg-
TEQ/kgと最も多く、呼吸により大気中から摂
取する量は 0.0090pg-TEQ/kg と非常に少ない
ものとなっています。 

長年に渡り国英地区にゴミ焼却場を設けようとしてま
すが、地区住民の健康リスクが高すぎると思いません
か？ 

既に稼働を停止したクリーンセンターやずの
操業時に測定したデータ（水質、土壌、煙突
排ガス）をみると、いずれも環境基準や規制
基準を満足する値となっており、健康に問題
のない値となっています。 

子供たちの健康への影響も心配される。 本施設では最新の排ガス処理設備により法令
よりも厳しい目標値を設定し、周辺環境に影
響を与えない施設となるよう計画していま
す。これに基づき予測を行った結果、本施設
による大気質への影響は極めて小さいことを
確認しています。 
また、既に稼働を停止したクリーンセンター
やずの操業時に測定したデータ（水質、土
壌、煙突排ガス）をみると、いずれも環境基
準や規制基準を満足する値となっており、健
康に問題のない値となっています。 
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意 見 概 要 見  解 

「ごみを燃やす社会」山本節子著によればイギリ
スでは焼却炉の５km 以内に住む子供たちの白血
病とガンの罹患率が他地域の子供たちの２倍であ
るという研究成果がある。 

山本節子著「ごみを燃やす社会」における記述で
は、「イギリスの環境保護活動家、ラルフ・ライ
ダーから次のように始まるメールが届きまし
た。」との記述に始まり、「2000 年に出版されたイ
ギリスの一般廃棄物焼却炉の研究によって、焼却
炉の５キロ以内に住む子供たちの白血病とガンの
罹患率が、他地域の子供たちの２倍であることが
わかった。」と記述しています。つまり、著者
は、出版元を明らかにしないまま、著者自身が受
け取ったとする一通のメールを根拠にこれらの記
述を行っています。 
また、仮に 2000 年に「イギリスの一般廃棄物焼
却炉の研究」が存在するとするならば、その根拠
となるデータは少なくとも 2000 年より２年から
３年前のデータと想定されます。1997 年（平成９
年）から 2000 年（平成 12 年）は、日本におい
て、これから本格的にダイオキシン類の対策を講
じようとする時期に当たり、世界的には、1998 年
（平成 10 年）のＷＨＯ専門家会合で、「当面のＴ
ＤＩ（ダイオキシン類の耐容一日摂取量）は４
pg/kg/日」とした時期です。日本全体の一般廃棄
物焼却施設からのダイオキシン類の排出量は平成
９年では、5,000ｇ／年であったが、平成 22 年で
は 33ｇ／年と約 1/150 になっています。このこと
から山本節子著「ごみを燃やす社会」が発刊され
た当時と現在では排ガス処理技術の水準に大きな
差があり、現在のダイオキシン類を取り巻く状況
には当てはまらないと考えます。 
現在のダイオキシン類の国の基準では、耐容１日
摂取量を体重１kg あたり４pg としています。こ
れは人が毎日摂り続けても健康に害を及ぼさない
とされる値であり、感受性が高い胎児への影響も
踏まえて設定されたものです。一方で、環境省の
資料によれば、平成 21 年度に日本人が毎日平均
的に摂取している量は体重１kg あたり約 0.85pg-
TEQ であり、耐容１日摂取量の５分の１程度とな
っています。このうち食べ物からの摂取量は約
0.84pg-TEQ/kg と最も多く、呼吸により大気中か
ら摂取する量は 0.0090pg-TEQ/kg と非常に少ない
ものとなっています。 
また、このたびの環境影響評価の範囲についてで
すが、大気質では、現況調査の範囲を約１km、予
測評価の範囲を約５km としています。現地調査
は、最大着地濃度地点が出現すると想定された約
１km の範囲を基本に、集落の状況等を考慮して設
定しています。なお、調査結果をみると、地点に
よる濃度の大きな差はみられないことから、この
地域の現況濃度は基本的に一様であると判断して
います。また、予測評価については、より広い約
５kmの範囲としています。 
なお、現在の鳥取の癌の発症率については、環境
影響評価とは異なる事項です。 
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意 見 概 要 見  解 

5 キロ以内の焼却炉が設置してある住民は特に子
供達の白血病やガン患者率が他の子供達の 2 倍と
いう結果からして断固反対である。共に河原町住
民の健康調査を実施するべきではありませんか！ 

（14-31ページの見解をご覧ください。） 

 

イギリスでは、焼却炉の 5km 以内に子供たちの白
血病とガンの罹患率が、他地域の子供たちの２倍
であるという研究結果があります。河原町住民の
健康調査を行うべきではないですか。 

イギリスでは、焼却炉の半径５km 以内に居住す
る子供の白血病と癌の罹患率が、他の地域に居住
する子供の２倍であるという疫学調査結果がある
とのこと。今回の調査範囲は、気体の拡散予測状
況が２km 円付近まで拡散しているにも関わら
ず、調査地点が国英地区に限定されているのはお
かしい。 
イギリスの例から見て５km 圏内の調査は必要と
考えるが、気体の拡散を２km の範囲に予測して
いるならば、少なくともその範囲の調査は必要だ
と考える。特に子供たちへの影響が懸念される。
大気質については、半径２km 圏内にある保育所
や小学校、中学校においても大気調査の範囲に加
えるべきだ。 

イギリスでは、焼却炉の５km 以内に住む子供た
ちの白血病とガンの罹患率が、他地域の子供たち
の２倍であるという研究結果があり、一般的な健
康診断だけでなく、より精度の高い検診を実施す
べきではなかろうか。又、鳥取のガン発生率？も
全国１位という事も併せ聞くに及び、地域毎のガ
ン発症率を開示して頂かないと安心出来ないとい
う思いがある。 
 

 

 

（14）説明会について 

意 見 概 要 見  解 

４月 21 日の説明会は、行政側の説明は１時間 25
分でした。質疑の時間より説明時間の方が長かっ
たです。まだ質問の手が挙がっていたのに会が打
ち切られました。質問を受け付けないために説明
時間を長くされたのですか。 

住民説明会で行った説明については、環境影響評
価について住民の皆様にご理解をいただくため、
丁寧に説明を行いました。その後の質疑では、多
くのご意見をいただき、活発な議論ができたもの
と考えています。 
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（15）風評被害 

意 見 概 要 見  解 

“ゴミ焼却場がある町で育った作物”というだけで、
買い手は減少し大きな風評被害を生む可能性がありま
す。 

現在、鳥取市で稼働しているごみ処理施設
は、適切な運転管理をされており、周辺農家
の作物の売り上げが低下するような現象は起
こっていません。上記のごみ焼却施設周辺の
住民のことを考えると、この度、提出された
これらの意見については、記載すべきかどう
か考えざるを得ませんでした。 
なお、全国の鮎の有名な河川の中には、本予
定地と同じようにごみ焼却施設が川の近くに
立地しているところがあります。例えば長良
川については、岐阜市の450ｔ/日、郡上八幡
市の37.5ｔ/日の施設があり、四万十川につ
いては四万十町で25t/日が稼働しております
が、特に風評被害があったとは聞いていませ
ん。 

都市計画という名のもとにゴミ焼却場の建設計画は進
められていますが、そのことが河原町の利益になると
は思えません。むしろ建設されることによって、作物
の売り上げの低下、新たな転入の減少等、考えられる
影響はマイナスの面が目立つのではないでしょうか。
これでは建設に対して納得はできません。 

ダイオキシンなどの土壌汚染が発生すれば優良農地が
失われます。風評被害により国英地区・散岐地区・八
上地区・河原地区の農作物が売れなくなったら補償し
てくれるのですか。 

地区一帯は田園が広がり、米・野菜と多くの農産物を
栽培している、目に見えない有害物質の為にこれらの
農産物が汚染され出荷できない恐れもでてきている。 
鮎の町河原の鮎もまた同じ運命を背負っている。 
そしてそこに建つ道の駅、清流茶屋かわはらの名前も
汚れてしまう。 

千代川は鮎の全国有名河川 16 のうちの１本にあげら
れている程の鮎の名川である。（つり人社 アユその
生態と釣り 石田力三）奈良朝廷に「火千年魚」（延
喜式）として奉納された記録があり、江戸時代著され
た因幡誌には名物として記述されている。 
凄烈な水と良質な藻類を食餌として育った香り高く、
食味の良好なことがこの名声を得ているもので、焼却
炉から排出される各種物質が、水中、食餌に混入し、
被害が発生する恐れはないか、風評被害でも起れば地
元の誇る名物が消されることが杞憂されるが予測も影
響調査もなされていない。 
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（16）その他 

意 見 概 要 見  解 

東郷地区（神谷工場）の住民の方が早く運転を終えて
ほしいと言われている理由は何ですか。 
東郷地区にある神谷工場では施設建設前に環境影響評
価はしてありますか。実施してあるのであれば、運転
開始後の追跡調査の結果は公表されていますか。近隣
の住民は結果に不満を持たれていませんか。 

住民との約束を基本に、クリーンセンターや
ずが平成21年６月に操業を停止し、撤去され
ているのと同様に、神谷清掃工場においても
住民と約束をしているものと認識していま
す。 
また、神谷清掃工場においては、施設建設前
に自主的な環境影響評価を実施しているほ
か、地元の住民の皆様からなる「神谷清掃工
場運営協議会」という組織があり、そこに対
して神谷清掃工場の環境調査結果の報告など
を定期的に行われています。 

 

東郷地区にある神谷清掃工場について施設建設前に環
境影響評価はしてあるのか。 
実施しているのであれば運転開始後の追跡調査の結果
は公表されているのか。 

平成22年度に旧三谷川河口部に設置された排水ポンプ
は、姫鳥線の影響のみを対象にしたものであり、工業
団地やごみ焼却施設などの山林部の開発の影響は考慮
されていません。今回の開発計画の中で調整池が計画
されていますが、一定の雨量に対するもので千代川や
八東川が洪水の影響で水位が高くなった場合には排水
樋門が閉じられて、三谷川と旧三谷川の水流が出口を
失い内水として溜まることになります。水害に対して
はどのように考えられていますか。排水ポンプを増や
すべきではないのですか。 

本事業では、調整池の貯留容量は、現行のた
め池の約1.4倍の調整機能を有する調整池を
計画しています。なお、水害対策につきまし
ては鳥取市の地域防災計画の中で検討される
ものと考えます。 

東部広域行政管理組合はゴミを減らそうと努力されて
いますか。その具体的な取り組みを示していただきた
い。ゴミを減らすことが第一だと思います。 
事業系ゴミも一般ゴミと一緒に燃やすのですか。そう
であれば、事業系ゴミの処理は事業者にさせるべきと
思います。 

本組合は、構成市町と連携してごみの減量化
に取り組んでいるところです。 
また、事業系ごみには、一般廃棄物と産業廃
棄物があります。そのうち、一般廃棄物の処
理については、市町村の責任であり、適切に
処理するものです。 

私は焼却場の建設に反対です。それは私だけではない
と思います。あゆの町河原町の自然を壊さないでくだ
さい。もっと一人一人の住民の意見に耳を傾けてくだ
さい。 

ご意見として掲載させていただきます。 

環境アセスメントは、そこが適地かどうか調査をする
もの。環境アセスをしたからといって、必ずそこに建
設するものではない。 
私達に説明された、この言葉。 
市長、ここは適地ではありませんよ。 

絶対反対。地区住民の納得の行かないまま計画を推し
進め、地区住民はその犠牲になれといわんばかりの政
策はとうてい受け入れがたい。住民意見をないがしろ
にする行政手法も受け入れがたい。 
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そもそも地元住民が反対しているところに建設するの
は、反対です。 

ご意見として掲載させていただきます。 

行政が住民との約束を簡単に破るのであるなら、いく
ら環境・人体に影響は無い安全な施設であると説明さ
れても、全く信用出来ませんし安全とは思えません。 

以前処理施設のあった場所の近く、地名でいうと同じ
山手地内にあえて予定することは同地域の住民に対す
る差別であり負の負担の押し付けであり行政の公平さ
に欠ける。基本的な、権利が守られないことへのイカ
リ、ハラダチを訴えたい。 
この事業を進めることを反対します。 
同施設を同地域に再度建設することは断じて反対しま
す。 

地区住民との対話不十分。環境影響調査実施について
も地区住民は反対してきた。にもかかわらず平成22年
６月１日から調査に入って、約9,700万円近く支払
い、現在に至っている。 

国英気象観測所（旧国英小学校）における、昭和20年
２月26日に積雪160cmであったという記録があるが、
このような状況に対して、どのように対応策を取るの
か、説明してほしい。 

必要に応じて除雪作業を行うこととします。 

「農業者戸別補償制度」の交付金の根拠ともなってい
る、集落の転作面積が40％を超えるものであること、
について、郷原部落の総水田面積のうち地ユノ谷に在
る約45アールの転作地は、この計画により、総面積と
転作面積を減少し、上記の条件の40％を下回ることと
なる。 
耕作希望面積について、部落内で若干の確執が過去に
生じた経緯もあり、このような状況が生来されること
は迷惑であるが、対応策はどう考えているか問いた
い。 

今後、対象となる関係機関及び集落と協議の
上、検討いたします。 

29ページ 番号10の事業者の見解 資料編（資５－
１）はなんでしょうか？資５－１は悪臭関連となって
います。本文４－２も同じ。述べたいのは本文６－５
地形地質のこと。 

準備書及び準備書要約書の「第４章 １．環
境保全の見地に関する意見」の意見番号10に
対する回答のなかで記載している“資料編
（資料５－１）”は誤植のため、評価書4-2
頁及び評価書要約書33頁において“資料編
（資料６－１）”と修正しました。 

資料編6-2ｐ～8-2ｐ それぞれパソコンで打ち出して
も見えません。文字わかりにくい。Ａ３判織り込みに
して頂きたい。ボーリング調査結果は地層断面を見る
のに重要。 

地形・地質関連のボーリング調査結果は印刷
後に文字等が分かるよう修正のうえ、評価書
資料編（資料６－１）に記載しました。 

計画地域には保安林があります。これは、土砂の崩壊
その他の災害の防備等のために森林の機能を確保する
ため立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されてい
るものです。このような特別な場所を開発する理由は
何ですか。 

保安林での工事の実施に際しては、災害防止
のための適切な対策を講じます。 
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本文3-11 図３－１．６「千代川水系と対象事業実施
区域」で東部一円不要。対象事業実施区域の拡大図が
必要。（少なくとも河原地域。）また、凡例で、砂防
指定地の値は地では。 
本文3-11凡例の地すべり、急傾斜もそれぞれ「地」と
か「地区」とか「区域」が必要では。 

ご指摘を踏まえ、評価書3-11頁の図3－1.6に
おいて、対象事業実施区域周辺の拡大図を併
せて記載しました。 
また、評価書では凡例の名称についても出典
どおりに修正しました。 
 

28ｐ、本文3-11、本文3-116 「方法書に対する環境
保全の見地からの意見の概要」の２、.本文３－１１p
部分拡大図（河原地区）で、砂防指定地、地すべり地
区、急傾斜地区を表示してほしい。 
土砂災害警戒区域に土石流危険渓流Ⅰとして、千代川
支流福和田谷川有り、また千代川支流柏谷川も危険渓
流であり、柏谷川は砂防指定地でもあるのではないの
か。 

ご指摘を踏まえ、評価書3-11頁の図3－1.6に
おいて、対象事業実施区域周辺の拡大図を併
せて記載のうえ、砂防指定地、地すべり地
区、急傾斜地を表示しました。 

116ｐ 図７－２－１．２「現地調査地点」の②の位
置は図の欄外にかかっても赤丸で表示してほしい。わ
かりにくい、不親切。 

ご指摘を踏まえ、評価書7-168頁（図7-2-1.2 
現地調査地点）で②の位置について、赤丸で
分かりやすく表示しました。 

本文7-107、7-108 末尾２行目「・・現地調査地点
（地点Ａ）としてあるが7－108Ｐの図にはない。 

予測地点とした地点Ａは、準備書7－107頁の
文章に記載しており、予測範囲を準備書7－
108頁に記載しています。地点Ａの予測地点
については、結果と併せて、準備書7－113頁
に図示しましたが、評価書7-111頁の予測範
囲図のなかで 現地調査地点（地点Ａ）の位
置が分かる記載としました。 
 

29ｐ 番号10「土壌」・・・事業者の見解欄資料編
（資料５－１）とは・・要約書29Ｐ、本文４－２は同
一のもの。要は資６－１ｐ～資７－１ｐまでと本文３
－１１６ｐの関連を知りたい。 

準備書及び準備書要約書の「第４章 １．環
境保全の見地に関する意見」の意見番号10に
対する回答に記載の“資料５－１”は誤植の
ため、評価書において“資料６－１”と修正
しました。 
また、準備書資料編（資料６－１）に記載の
ボーリング調査については、事業計画を作成
するにあたっての基礎資料とするほか、敷地
造成に伴う影響を事前に把握するために実施
したものであり、準備書3-116頁（土砂災害
危険箇所等位置図）との関連はありません。 

本文３－１１ｐを拡大、本文３－１１２のようにして
ほしい。 

ご指摘を踏まえ、評価書3-11頁では、対象事
業実施区域周辺の拡大図を併せて記載しまし
た。 
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番号10「土壌」について・・132ｐ（ページ）の図で
ボーリング地点４のうちＮＯ１、ＮＯ２、ＮＯ４の３
地点が山田なのはなぜか。また対称区域内の中央付近
に調査地点がないのはなぜか。ボーリング箇所が偏っ
ている。（参考 7－191ｐ～193） 

ボーリング調査については、谷部となる部分
（No.1､No.2､No.4）及び将来の造成地盤高さ
（No.3）を踏まえて調査地点を設定しまし
た。 

143ｐ ②植生の状況末尾に「なお、各群落の詳細に
ついては資料編に示すとおりである。」を加えるべき
ではないのか。また、資料編のページを入れるべき。
不親切。 

ご指摘を踏まえ、評価書7-214頁及び評価書
要約書149頁において「なお、各群落の詳細
については資料編（資料８－２、資料８－
３）に示すとおりである。」と表記しまし
た。 

153ｐ 図７－４－１．５植生図の凡例ｗの色開放水
域とは何か。色の位置なし。不要では。図７－４－
１．５凡例ｗ不要では（同上） 

ご指摘を踏まえ、評価書7-225頁及び評価書
要約書159頁において図面上の“W”が分かる
ような表示に修正しました。 

169ｐ ②ツキノワグマ追加調査結果の末尾「・・出
没していたものと考えられる。」追加。 

ご指摘を踏まえ、評価書7-251頁及び評価書
要約書176頁において記載を修正しました。 

173ｐ ウ ホタル類生息環境調査末尾に「なお、各
地点における産卵環境調査結果は資料編（９－７～）
に示すとおりである。」を加える。資料編のページを
入れるべき。 

ご指摘を踏まえ、評価書7-264頁及び評価書
要約書183頁において、「なお、各地点にお
ける産卵環境調査結果は資料編（資料９－
７）に示すとおりである。」と表記しまし
た。 

189、190ｐ 現況→造成後  
192、196ｐ 現況→施工時、造成時→供用時 
201ｐ 現況→工事の実施時→供用時わかりにくい。 

本事業における環境影響評価は、鳥取県環境
影響評価条例及び同技術指針に準拠して行っ
ており、環境影響要因として、造成工事によ
る影響と建設機械稼働の影響を区分して扱っ
ています。造成後とは、造成工事の終了後に
おける改変影響の変化をみるものであり、施
工時とは造成工事に限定せず、土木工事、建
築工事、設備工事なども含めた建設機械の稼
働による影響のように、工事期間全体にわた
り影響が及ぶ場合を考えています。 

191ｐ・195ｐ・196ｐ・7-291ｐ ことばのあやで、生
息状況が、「現況」→「造成時」・「施行時」→「施
工後」→「供用時」理解しにくい。不親切。 

175ｐ ⑦第２回自然環境保全基礎調査というのは、
すでに第４回が行われている。 
30年も前のデータを参考にするのか。 

自然環境保全基礎調査は項目によっては第６
回までの調査結果が公表されています。注目
すべき種の選定根拠は、第２回自然環境保全
基礎調査にて定義されていることから、これ
を出典として記載しています。 

183ｐ（イ）周辺約1.5ｋｍの末尾「・・・現在の状況
とほぼ同様の環境で構成される。」とあるが、隣接地
に工業団地が造成されてもほぼ同様の環境で構成され
るのか。「ほぼ」、とか「多少」というあいまいさで
は納得できない。 

本環境影響評価は、ごみ焼却施設の建設に係
る影響を予測評価するものです。 
現在鳥取市が進めている工業団地の整備事業
については、環境影響評価の対象事業ではあ
りません。 

フクロウについて・・183ｐ・樹林地の変化、188ｐ・
工業団地の縄張りに留意、193ｐ・199ｐ・202ｐ・208
ｐ・246ｐ・247ｐ・254ｐ・7-288ｐ・10ha減少7-404
ｐ・7-405ｐ工業団地への移動図。フクロウについて
これだけ関連ページをみなければ状況が判断できない
とは。まったく素人には理解できない（以下関連ペー
ジをみるのがしんどい。） 

鳥取県環境影響評価技術指針に基づき、大き
く、”工事の実施時”及び”施設の存在・供
用時”に分けており、さらに”工事の実施
時”では、造成工事の実施に伴う影響及び工
事の実施による騒音振動の影響の観点を分け
て記載しています。 
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220、221ｐ 表７－４－３．５、表７－４－３．６の
注）は不明、選定基準は表７－４－３・４では。 

ご指摘を踏まえ、評価書7-362～364頁の表7-
4-3.13、15、17、評価書要約書243～244頁の
表7-4-3.9～11において記載を修正しまし
た。 

140～238ｐまで 植物、動物、水生生物の区分け説明
がしてあるが理解しにくい。一覧表にして個々の説明
ができないものか。例えば下記表の様に。調査地点等
もいれるとなお良い。（242ｐ図） 

本環境影響評価は、鳥取県環境影響評価条例
及び同技術指針に基づき実施しており、記載
内容についても本技術指針に基づいたものと
しています。 
 

賛成住民のごく一部が京都まで出かけ視察、食事時間
のほうが多いくらいであったようだ。また河原地域審
議会メンバーが高松市まで14名で出かけられている
が、何を検討視察したのか議事録もない。 

住民の皆様に、最新のごみ焼却施設を熱心に
視察していただきました。 

 


